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◎議事日程
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午前１０時００分 開議

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第４回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日は、昨日に引き続き一般質問を行いま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 昨日に引

き続きまして、一般質問を行います。

１１番木村明雄君。

（１１番木村明雄君 登壇）

○１１番（木村明雄君） それでは、昨日に

引き続きまして、一般質問をさせていただき

ます。

まず、農のほうが終わりまして、林業のほ

うから進めさせていただきたいと思います。

足寄町は他の町村から比べて、山林が大変

多いわけであります。林業関係会社、事業主

はどれほどおられるのか、また林業関係で従

事者はどれほどおられるのか、まずはお伺い

をいたします。

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

午前１０時０２分 休憩

午前１０時０５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） すみません、お

時間頂きまして、ありがとうございます。

足寄町に就労されている就労者数というの

は１６人でございます。

事業体については１２事業体であります。

以上です。

人数５６人、すみません、１６と言いまし

た、すみません。５６人で、事業体が１２事

業体でございます。

以上です。すみません。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君）分かりました。

それでは、次の質問をいたします。

豊富な森林資源の活用による林産業の活性

化とありますが、ここで問題は木材価格だと

思います。つい何年か前までは、木材価格が

低迷し作業も進まないという話も聞いており

ましたが、現在これらについて、木材価格、

これは太い丸太もあるだろうし、パルプもあ

るわけなのだけれども、それらについて平均

にならして低迷をしていたのだけれども、今

どのようになっているのかお伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 細かい正確なも

のはないのですけれども、情報提供していた

だいている民有林新聞からの情報ということ

でお答えさせていただきます。

十勝管内のパルプ材につきまして、カラマ

ツのパルプ材につきましては６,０００円、

それと素材のちょっと分類ちょっと細かくな

るのですけれども、２.２から２.４メーター

が齢級にもよりますけれども、平均値でいけ

ば８,０００円から８,５００円、それと３

メーター６０以上が約１万円ぐらいというふ

うに掲載されております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） それで、例えば３
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年、５年前から見て、高くなったのか、低迷

して安いのか、その辺もちょっとお伺いをし

たいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

木質バイオマスプラントだとか、そういっ

たことが需要的にいきますと、年々上昇して

いる年数もあれば、ちょっと需要と供給のバ

ランス的にと思うのですけれども、過去より

は上がってきているのかなというふうに推測

されております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 分かりました。と

いうことは上がっているということなのです

ね。そうすれば希望が持てるということにな

るのかなと思うわけです。

そこで、植林・造林・伐採、これらの作業

を進めていく上で、この作業工程について国

の補助金がどれほどあるのか、ちょっとその

辺もお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

補助金ということで、一応うちのほうとし

ては事業を執行していくというか、計画して

いく上では補助金を活用しながら進めており

ます。

その中で、実際にちょっと分類は変わると

思うのですけれども、町有林だとか民有林の

補助事業に対しては、一応うちのほうとは本

当に計画したとおり、満額当たっているかと

いうことについては、その年によっては、正

直言って、割当てどおりには行っていないと

いうような状況を聞いている年もあれば、国

の予算の動向によっては追加補正されていっ

たりとか、そういったこともございます。

ですから、町としてはそういった補助事業

を有効に活用しながら進めていこうというふ

うな計画で参っております。

一方、実は道のほうからの今進めて、道の

単独補助になると思うのですけれども、未来

森、これが本年度でちょっと計画が終了する

ということもあって、これは継続的に要望し

ながら、どういう方向で具体的に今どうなる

かということについてはまだお聞きしていな

いのですけれども、そういった中での継続し

た活用をしていきたいなというふうに思って

おります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） それでは、次の質

問をしたいと思います。

森林のまち足寄町において、足寄森林組合

の製材部門が閉鎖されて何年か経過をしてお

るわけですが、これについて支障があるの

か、それとも何も支障が起きていないのか、

この辺についてもちょっとお伺いをしたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 森林組合の製材工場

がなくなってもう既に五、六年ぐらいたつの

かなというように思いますけれども、なく

なって足寄町にもともと製材工場はまちの中

にたくさんあったのですけれども、どんどん

どんどんなくなっていって、今、芽登と玉川

さん、芽登にあるから松のサトウさんでやっ

ているところと玉川さんぐらいしか、なく

なってきたというような状況になっていま

す。

そういった部分では、足寄町から丸太が本

当は山から切り出されて、製材になって、製

材としてまたほかに行ってということ、そう

いった部分でいけば、製材工場があればそこ

で一定の価値が生まれたりだとか、そこから

そこで働いている人たちがいたりだとか、そ

ういったことがあって、足寄町にとってのメ

リットというのは当然あるわけでありますけ

れども、なくなってもう五、六年ぐらいたつ

のかなと思いますけれども、そういった部分

で一定のそういうことも、大きく言えば影響

がだんだん薄れてきているというか、なく

なってきているのかなというように思ってい
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ます。

できればやっぱり地元で丸太が出てくれ

ば、それが地元で製材がされ、そしてそうい

う製品となって出ていくというのが、やっぱ

り理想的ではあるのかなというように思いま

すけれども、なかなか製材工場だとかをやっ

ていく上での経営的な部分だとか、そういっ

たものを考えていくと、なかなか大変だとい

うようなことで、昔本当にいっぱいあった製

材工場が、足寄町にいっぱいあった製材工場

がなくなってきているという傾向というのは

やっぱりなかなか経営的に難しい部分という

のがやっぱり出てくるのかなといったところ

なのかなというように思っています。

ですから、本来でいけばあったほうがいい

と思いますけれども、なかなかそれをやれる

ような状況ではないというところで、それも

一定程度の期間もたってきていますので、影

響的には少なくというか、なくなってきてい

るのかなというように思っているところであ

ります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 分かりました。

それではここで４番の医療・介護・福祉の

問題、そして５番の特別養護老人ホーム、こ

の２つの問題については、私の所管関係であ

りますので、差し控えさせていただきたいと

思います。

次に、温泉源を利用した町民公衆浴場建設

に向け努力いたしますとありましたが、この

件については昨年の１２月、浴場に関わる特

別委員会を設置し、井脇委員長の下、委員皆

さんが数回にわたり、協議・検討を重ねた結

果、場所的問題、予算的問題があり、委員の

皆さんも我が町には浴場がない、必要ではあ

るが身の丈にあった浴場でなければならな

い、様々な事案を考慮し、まずは一旦打切り

となりました。その時点では、浴場に関して

の反対者はおりませんでした。町なかの浴場

を希望する多数の方々の意見をお聞きいたし

ました。

私は３月議会において、我が町の観光と浴

場施設問題について提案を、質問をいたしま

した。その後私の意見に賛同する３名の議

員、有志の皆さんが現れ、管内外において、

温泉に関わる情報収集と現地研修を４人で勉

強させていただきました。

今年の５月でしたが、旭川方面へ２泊３日

で研修拠点を置きホテルも予約をいたしまし

たが、コロナの影響もあり万が一を考え、残

念ではありますがホテルをキャンセルし中止

といたしました。

そこで、お伺いをいたします。

この浴場問題についてはどのように考えて

いるのか、コロナ禍であって一つも進んでい

ないのか、それともコロナ禍であっても内部

協議を進めているのか、この辺についてお伺

いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 温泉源を利用した浴

場の関係でありますけれども、昨日榊原議員

さんにの一般質問の中でも御答弁させていた

だいたとおりでありますけれども、今年に

入って検討を進めていこうというように考え

ていたところでありますけれども、この新型

コロナウイルスの関係もあったりとかして、

なかなか検討が進んでいなかったというよう

な状況でありまして、庁内、役場の中で関係

課長集めての検討会議を再開をしたばかりで

ありまして、またこの後また検討を進めてい

くということで考えているところでありま

す。

昨日もお話しさせていただきましたけれど

も、いろいろといろいろな意見ございます。

ただ、私として考えているのは、やはり足寄

町内に公衆浴場がなくなったという部分で、

そういう公衆浴場に代わるもの、そういった

ものを建設してはどうかというように考えて

いるところでありまして、あまり観光だと

か、そういったところまでの考え方は今のと

ころなく、議会の特別委員会の中でもいろい

ろと検討していただいて、頂いた報告なども

参考にしながらまた検討を進めていきたいと
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いうように考えておりますし、昨日いろいろ

と町民の方たちからもいろいろな意見があり

ますよというようなことも聞いておりますの

で、今のコロナウイルスの時期でありますけ

れども、そういったものにも対応できるよう

な、そういったものをつくっていかなければ

ならないかなという部分もありまして、検討

をなるべく早く進めていきたいなと考えてい

るところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） ここで、やはり私

も出る機会もあるということで、いろいろと

聞いたところによりますと、町民の何名かの

皆さんに聞かれました。「足寄町に温泉がで

きると期待をしていたのに、２年もたつのに

町長の方針が見えてこない」「浴場建設につ

いて町長はやる気があるのかないのか、どち

らなのさ」「私の生きているうちにできる

の」と、私に問われても私はそれについての

返答はできませんでした。むすびれっじを利

用している方々もおりながら、浴場を求める

人は数多くおり、他町村にまで足を運んでい

る町民も多数おられると。

町長の公約の中で、温泉源を活用した町民

公衆施設に向け努力いたしますとあれば、こ

れを見た町民は、明日にでも浴場が欲しいと

期待をするのではないでしょうか。そこで町

長にお伺いをいたします。

町長の判断で、やるのかやらないのか、や

るのだとは思うのだけれども、その辺につい

て、やるとすれば集客力、場所、規模、予算

と様々な課題があろうかと思います。これに

ついて、規模の問題もあろうかと思うのです

けれども、その辺についてちょっとお伺いを

しておきたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） ２年たちましたけれ

ども、２年たっていないかな、まだ１年半

ちょっとぐらいですかね、ぐらいたっていま

すけれども、まだ結論としては出ていませ

ん。それで、私も努力をしますということで

お話をさせていただいて、そういう方向で努

力はさせていただいております。いろいろな

検討をさせていただいております。それから

議会のほうにも、お話をさせていただいた部

分などもありますので、何もしていないとい

うことではございません。それは御理解いた

だければというように思っております。

中身は先ほども言いましたように、もとも

と私考えていたのは、観光だとかそういった

観光客の方だとか、そういった方たちまでを

集客というか、対象としているということで

はなくて、町民の方たち、それとあと足寄に

来られた方で、例えばキャンプに来られた方

だとか、そういった方たちがちょっとお風呂

に入れる、そういうような場所があればとい

うように考えておりましたので、そんなに大

きな規模ではなく、経費等もいろいろかかり

ますので、そんなに大きなものではなくて、

なるべく経費がかからない温泉をというか、

お風呂をというように考えていたところであ

りますので、そういったことも含めて検討し

てまいりました。

去年民間の方から、そういうことであれ

ば、町がそういう温泉を考えているのであれ

ば、町民の方たちのため、それから地域の活

性化にもつながるようなものをやってもいい

よというようなお話もあって、それはそれで

当初私が考えていたものとはちょっと違うの

ですけれども、でも地域の活性化だとかにも

つながっていくようなものであれば、それは

少しお金がかかっても必要なのではないか

な、必要な建物になるのではないのかなとい

うようにも考えてもいたところであります。

ただ、議会の皆さんともいろいろと相談させ

ていただきながら、やはりあまりお金のかか

らないというか、そういうそれが多分身の丈

に合ったというような表現になるのかなとい

うように思いますけれども、そういったもの

をということになりました。

そういう報告も頂きましたので、そういっ

た意味では、最初に戻っていくというか、住

民の皆さん方にとって必要なお風呂をという
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ような、そういう考え方にまた戻っていくの

かなというように思っておりまして、そうい

う方向で検討したいなというように思ってい

ます。

やはり昨日の榊原議員さんのお話にもあり

ましたように、やっぱりそこの入浴料だけで

ペイできるようなお風呂というのは、それだ

けではなかなかペイできないというような状

況でありますので、当然その運営経費につい

ても町からの一定の支援もしなければ、支援

というか、町がやるとすれば、直営でやると

すれば、当然その経費というのは町が全額出

さなければなりませんし、そういったことも

踏まえて検討しなければならないという部分

もあって、簡単にこれでいいのではないとか

ということで決められない部分もやっぱりあ

るのかなというように思っていまして、多少

時間はかかっております。

ただ、昨日榊原議員さんにもお話ししまし

たけれども、そういう町民の方たちの声など

もありますし、町民の声もいろいろあります

からね。ぜひつくってほしいという声もあれ

ば、本当に必要なのかという、そういうよう

な意見も当然ありますので、いろいろな方た

ちの意見を聞きながら、そういったことを勘

案しながら進めていきたいなというように

思っているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 様々な難問がある

わけなのですけれども、まず町長にはもう少

しスピード感を持ってほしいなと、そんなよ

うな気がしたものですから、私は浴場問題に

ついて、今こうして質問をしておりますが、

これは浴場問題に限らずいかなる問題におい

ても言えることは、渡辺町長は誰が何といお

うと、足寄町の町政を担う第一人者でありま

す。町長の発言は誰にも言える発言ではな

く、誰よりも重い発言であります。足寄町の

ため、町民のために、幸せを願う意見、発言

であれば、当然渡辺町長を中心に職員も、ま

た私たち議員も一丸となり、この難題、難問

を解決するために全力で前向きに努力をしな

ければならないと考えるわけであります。

本当に大切なことは、長いようで短い、こ

の一期４年の２年がもうすぐ経過しようとし

ている今日、折り返し地点に来たということ

です。

足寄の未来につなぐまちづくり、これは渡

辺町長の大きな町民に対しての公約、約束事

であります。私は３月の一般質問にも発言を

していると思いますが、ここでもう一度言わ

せていただきます。

この言葉はリーダーの皆さん、そして議員

の皆さんにも当てはまる言葉ではあります

が、今回は渡辺町長に言わせていただきま

す。「今やらねばいつできる、わしがやらね

ば誰がやる」そういう言葉がありますが、ま

さに渡辺町長にしかできない、足寄町にぴっ

たりの渡辺町長にぴったりの言葉だと私は考

えます。踏みとどまることなく、自分に自信

を持って行動していただきたいと考えるとこ

ろであります。

浴場について、前向きな考えをもう一度お

聞きをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） いろいろと決断しな

ければならないものいろいろありますけれど

も、やはり時間をかけてゆっくりと決断をす

るものと、それから即決しなければならない

ものと、いろいろなものがあると思いますの

で、全て早ければいいというものではない

と、私は思っております。

したがって、今までお話もありましたけれ

ども、やはり今後将来に向けてどうなってい

くのかといったことも考えなければなりませ

んので、そういった意味では、そのときの勢

いで即決めるということが果たしてそれが正

しいのかどうなのかというのも当然あります

し、それが当然当たる場合もあるし当たらな

い場合というのも当然出てきますので、やっ

ぱりなかなか決断というのは難しいなという

ように考えているところであります。

一定程度、将来的にも、議会の皆さん方も
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いろいろと議論していただきましたけれど

も、将来に向けて一定の期間というのが出て

くるわけですから、そういった意味では、や

はり本当にこれをつくっていいものなのかど

うなのか、将来にわたって負担が少なくて済

むのはどういう方法がいいのかだとか、そう

いったことを含めてやはり検討する必要があ

るのだろうというように思っているところで

あります。

そういった意味で、多少時間かかっており

ますけれども、ただどこかでは決断をしなけ

ればならないわけですから、そこの決断とい

うのはやはり早くしなければならないのかな

というようには思っているところでありま

す。

ちょっとお答えになったかどうか分かりま

せんけれども、以上でございますので、御理

解いただければというように思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １１番。

○１１番（木村明雄君） 私も安久津町長の

頃から一般質問をさせていただいているわけ

で、これでもう３回目ぐらいきっとこの温泉

の問題ではしているのだと思うのですが、そ

こで少しでも早く町民が待っているというこ

とがありますので、町長には考えていただき

たいと。一日も早い町民が望んでいた浴場が

できてくれればなと、そんなことを考えてい

るところであります。

最後に、苦労したけれども足寄町に住んで

いてよかったと、そんなことの言えるような

まちになるよう、そんなことを祈りながら、

私の一般質を終わりたいと思います。

○議長（吉田敏男君） これにて、１１番木

村明雄君の一般質問を終えます。

次に、６番熊澤芳潔君。

（６番熊澤芳潔君 登壇）

○６番（熊澤芳潔君） それでは、議長にお

許しを頂きましたので、通告書に従って一般

質問をいたします。

質問事項でございますけれども、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による対策について。

質問の内容でございます。

１２月１日、北海道は感染者が新たに２０

６人、死者１４人と感染拡大が続いている。

国内感染者は２,０１９人、死者３３人と最

多となった。十勝では１１月２３日に清水町

役場内で７人の感染者が発生し、管内２つ目

のクラスターとして報告された。

札幌市では、緊急事態を視野に接待を伴う

飲食店が休業要請になるなど、緊迫した事態

となってきた。

ユニセフ国連児童基金は、新型コロナウイ

ルス感染のうち、１１％が２０歳未満の子供

と青少年だとする報告書を発表、このことも

見逃せない内容だと思う。

ＰＣＲ検査について、国内実施件数は４０

９万５,７３８件とされているが、足寄町の

検査の実態も心配です。政府の新型コロナウ

イルス感染症対策分科会から提言（令和２年

１０月２３日）があり、感染リスクが高まる

「５つの場面」が言われたが、①つ、飲酒を

伴う懇親会など、２つ、大人数や長時間に及

ぶ飲食、③マスクなしでの会話、④狭い空間

での共同生活、⑤居場所の切り替わり、この

ようにお店側、利用者側の提言が言われてお

り、感染リスクを下げながら食事を楽しむ工

夫が求められているが、足寄町としてリスク

回避のための指導徹底が必要で、そのために

は支援も必要だと思うが、次の点についてお

聞きしたい。

１、政府への新型コロナウイルス感染症対

策分科会からの提言で、「５つの場面」につ

いて、国民社会に幅広く伝わるよう発信して

いただきたいとされているが、その対応は。

２、飲食業、サービス業への感染対策の周

知徹底は。

３、子供を含む未成年者への感染対策の周

知徹底は。

４、清水町役場庁舎内でクラスターが発生

し、２９人が感染、庁舎が閉鎖されたが、

日々の情報が変化する事態において、町民に

分かりやすい情報発信や検証も必要かと思う

が、そのためにも特別専門部署を設けてはど
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うか。

５、新型コロナ感染拡大により、飲食業、

サービス業者の大幅な減収が見込まれると思

うが、１年のうち年末年始にかけて収入が特

に大きいことから、経営のさらなる悪化が懸

念され、行政の支援が必要不可欠と思うが、

支援体制については。

以上でございます。よろしくお願いしま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 熊澤議員の新型コロ

ナウイルス感染症拡大による対策についての

一般質問にお答えします。

１点目の感染リスクが高まる５つの場面に

ついての周知についてですが、本町において

は北海道における集中対策期間の取組と合わ

せてホームページに掲載し、周知を図ってお

ります。なお、感染リスクを下げるための基

本的な感染予防対策であるマスク着用、小ま

めな手洗い、定期的な換気、人との距離の確

保などについては、広報あしょろや防災行政

無線等を通じて継続的に啓発をしているとこ

ろです。

２点目の飲食業、サービス業等への周知徹

底につきましては、事業者に対して適切な取

組を行うよう、北海道が働きかけを行うこと

となっておりますが、本町におきましては、

北海道等からの通知を随時足寄町商工会へ情

報提供しているほか、飲食業及び宿泊業の事

業者に対し、業種別ガイドラインに沿った取

組や新北海道スタイルの実践、集中対策期間

における感染予防の取組等について直接周知

を行い、感染予防、拡大防止について協力を

お願いしております。

３点目の未成年者への感染対策の周知徹底

についてですが、小中学校においては児童生

徒に対し、マスク着用や手洗い、定期的な換

気など、感染予防についての指導、対策を

日々行っているほか、足寄高校においても同

様の対応を行っていると聞いております。ま

た、学童保育所等においても、児童に基本的

な感染予防対策の徹底について指導を行って

おります。

４点目の特別専門部署の設置についてです

が、本町におきましては町長を本部長とする

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

し、定期的に情報共有を図って感染予防対策

等を行っていることから、現在のところ専門

部署の設置については考えておりませんが、

今後も国や北海道など、関係機関から新型コ

ロナウイルスに関する正確な情報の収集を行

い、町民の皆様への情報の提供や相談窓口の

周知に努めてまいります。

５点目の新型コロナウイルス感染症拡大に

よる飲食業、サービス業の今後の支援につい

ての御質問ですが、熊澤議員の仰せのとお

り、コロナ感染拡大が止まらず警戒ステージ

が上がったため、年末年始の忘年会や新年会

等の宴会を自粛する傾向が強まっており、大

幅な収入減が想定されます。事業者におかれ

ましては、新北海道スタイルの実践等の感染

症対策をしっかりと行っていただくほか、町

民の皆様にも新しい生活習慣を実践し、町内

店舗を引き続き利用していただくよう周知を

してまいります。

今後においては、国の３次補正予算が予定

されていることや、北海道の対応、感染拡大

の状況を注視し、足寄町商工会を中心に関係

機関と連携し、町内事業者の状況について情

報収集しながら、地域経済への影響を最小限

とすべく取り組んでまいりますので、御理解

を賜りますようお願いを申し上げ、熊澤議員

の一般質問に対する答弁とさせていただきま

す。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） 大体内容分かりまし

た。

それで、再質問ですけれども、一つずつ進

めてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

町長のほうから、１番目はいろいろな形で

周知しているというようなお話でございます

けれども、感染リスクが高まる５つの場面、
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私も実はスマホなのですけれども、読ませて

いただきました。中身を読みますと、非常に

リスクをなくすだとか、リスクを下げるだと

かという内容が、非常に内容の濃い内容であ

ると思っていますけれども、それで周知、掲

示だとか周知のことについてちょっとお聞き

します。

これは今私の言った５つの場面について

は、非常に必要だなということでお願いする

わけですけれども、例えば会社だとか学校や

人の集まる場所など、行政も関連団体もそう

だと思いますけれども、コロナ禍の中でこう

いった部分についてはどのぐらいの、何か所

ぐらいに周知をしているのか。それと、周知

の方法や何かもどうなのかということを若干

お聞きをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 周知の方法につ

いての御質問にお答えしたいと思います。

まず掲示なのですけれども、各公共施設の

ほうにポスターのようなものを貼らせていた

だいていまして、例えば相談窓口の周知です

とかをさせていただいております。

次に、自治会回覧とか、今回覧ではなくて

広報紙のほうに情報を集約してお知らせをし

ておりますので、広報紙のほうに定期的に感

染予防の方法ですとか、そういうものを載せ

ております。

また、学校とか、あと学童保育所とか、あ

と保育所、そういうところにおきましては、

保護者様宛てに定期的にお便り等が出されて

おりますので、そういうような周知をさせて

いただいております。

あと、全体的な関係としましては、防災行

政無線で随時、少し間を空けてずっとではな

くて、少し３日間ぐらい集中的にやって、少

し空けてまた３日間ぐらいというような、例

えば土日にかけて放送するような感じで、町

民の皆様に呼びかけをしているところです。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） ぜひ、私読ませても

らって非常に中身のある５つの場面だなと

思っていますので、できれば学校だとかも当

然そうなのですけれども、周知をしていただ

ければなというふうに思っていますので、読

んでいただいて、よろしくお願いをしたいな

というふうに思います。以上で終わります。

それから２番目ですけれども、２番目に入

ります。

飲食業、サービス業の対策の関係だったの

ですけれども、お客様から安心して使ってい

ただくために十分な感染防止対策を指導して

いるというふうには思いますけれども、内容

の周知の関係でちょっとお聞きしたいのです

けれども、私も他町村へ行く機会があって、

その際、飛沫感染予防対策を見せていただい

てもらう店もあるのですけれども、例えばマ

スターだとか従業員のマスクの着用、それか

ら施設内で見せてもらって、アクリル板の設

置だとか、それからつい立て、パーティショ

ンだとか、お客様から帰った後の消毒など、

結構行き届いているなというふうに思ってご

ざいます。今日も議会の事務局長さんが、一

人一人質問終わった後、消毒をしているとこ

ろを見ますけれども、こういったことが、全

町的に徹底されることが私は望ましいのかな

というふうに思ってございますけれども、町

の検証も含めて、行政としてはどう評価して

いるのか。結構恐らくこのようなコロナ対策

の中では、検証も含めてやっているのかなと

いう気がしますので、どういう評価をしてい

るのかお聞きをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 町内の飲食店の

ほうには、今まで２回直接お手紙を差し上げ

てまして、そこで新北海道スタイルですと

か、新しい生活様式の関係ですとかを周知さ

せていただいているところなのですけれど

も、そこのお店を利用される方もそういうと

ころを選んで飲食されてくださいみたいなこ

ともございまして、町内の事業者の方にはそ

ういうことに取り組んでいただいているとい

うふうに思っております。もしくは、できる
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範囲で努力をしていただいてるのかなという

ふうに思っておりまして、そこのお店ができ

ているとかできていないとかというような個

別の評価はしておりません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

なかなか地域の店のこと、評するのは難し

い部分があろうかと思います。ただ、私は

はっきり言って、このコロナ禍の中でだんだ

んだんだん緊張感がなくなってきているので

ないかなというふうには思っています。とい

うことは、全部が全部の店を私は見ているわ

けではないものですから分からないのですけ

れども、やはりマスクをではどうなのかと

か、当然パーティションつけるとかというよ

うなことは、帯広は結構つけてますよね。だ

けれども、足寄町はこういったものをつけて

いる店はあるのかなというふうに思うのです

けれども、これが必要でないかどうかは別に

しましても、こういったことを見ますと、若

干緊張感が薄れてきているのかなというふう

な気がします。

これ本当に結構十勝管内でも増えています

ので、こういったことも含めてさらなるやっ

ぱり指導が必要でないかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思って

ございます。

それから、３番目に入ります。

日本医師会の中川俊男、なかがわとしおと

読むのだと思うのですけれども、会長の話

で、感染者は４月に第１波、８月に第２波、

１２月に第３波と言ってもよいのではないか

ということで言われていますけれども、第３

波の特徴は家庭内に感染が広がっている、こ

のことは職場など会食を経由して高齢者への

感染、そして無症状への比率が増加している

と言われています。残念なことに、御承知の

ように１２月３日には１１歳の子供が日本初

の死亡が確認されたことが発表されました。

世界的に見ても、１１％が子供を含む未成年

者の感染と言われていますので、これらのこ

とから子供たちの感染の対策の強化は必要な

のだろうなというふうに思っていますけれど

も、これは足寄町の子供たちは子育て支援セ

ンターだとか、当然学校に行っていますけれ

ども、その中で若干そういったことは指導な

り、感染なりの対策はしているのだろうなと

思いますけれども、ただ中には行っていない

方もいますし、また今中川会長のお話のよう

に家庭感染になってきたということですの

で、こういったことも重要なことだと思いま

すので、これらのことについての感染予防対

策というのはどのような方法で行われている

のかお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。

○教育次長（沼田 聡君） お答えします。

今、保護者の関係についての感染対策とい

うふうなお話だと思いますけれども、児童生

徒の関係も含めますと、道教委のほうからい

ろいろな通知が、感染対策上の通知が来てお

ります。その関係については、学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアル学校の新しい生活様式ということ

で、十分に感染対策を図りなさいということ

で教育委員会に来たものを各学校長のほうに

送っております。

その中で、特に保護者向けということで、

保護者バージョンで道教委が作成したものが

ございまして、その中で、先ほど行政報告で

言われました基本的な対策の関係も含めて、

当然手洗いの関係、マスクの関係、そして換

気の関係等注意をするようにということで、

保護者向けに来ているバージョンのチラシ等

を児童生徒が通っている保護者向けについて

は通知をしているところです。それで、感染

予防に万全を期していただきたいということ

でお願いをしているところでございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

私、学校関係についてはどのような形で報

告されているのかちょっと分かりませんけれ

ども、いずれにしても、今言ったように、家
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庭内の感染が増えてきたということですの

で、特別にやっぱりそういった指導も、特に

子供たち、将来を担う子供たちですので、そ

ういった意味では、特別な感染予防も必要な

のかなと思いますので、よろしくお願いをし

たいなと思ってございます。

それから、次に参ります。

５番目でございます。

これは飲食店、さっきいろいろありました

けれども、飲食店だとかサービス店などの支

援についてなのですけれども、質問の内容の

ほうに書きましたけれども、１年の中で飲食

店リサーチの調査で、約７０％の売上げが多

い月が１２月、北海道で恐らく１月も入って

くるのだろうなと思いますけれども、この時

期にコロナ禍の現状では大幅な減収が予想さ

れるということでございますけれども、若干

店の方にお聞きしますと、やっぱり北海道、

町村の支援で今日まで経営を何とか維持して

きたと、このままでは経営継続が難しいので

はないかと聞かれます。先ほど２番目で感染

症対策の部分で費用もちょっと対策も言いま

したけれども、費用も出てこないぐらいだと

いうことでいろいろございますので、支援対

策も確かに緊急事態を要することではないか

なと思いますけれども、国、道もあるのです

けれども、こういった細かい、小さいといい

ますかね、そういったことについては町独自

でも支援があってもいいのではないかという

気がしますけれども、そういったことについ

てどのようにお考えでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

この間、３月以降の緊急事態宣言以降、足

寄町も事業給付金だとか、いろいろと継続支

援、家賃助成だとか行ってきております。

熊澤議員仰せのように、年末年始等の忘年

会だとか新年会、これがやはりこのコロナ禍

の感染拡大の影響によって、やっぱり自粛に

伴ってやはり人の流れというか、店に行く方

が少なくなってきているということでありま

す。この状況を確かに、忘年会だとか新年会

がキャンセルというか、そういったことでな

くなった減収に対して、町のほうも決して、

何というのかな、札幌、今札幌のように全て

の自粛というか規制がかかっているわけでは

なく、少し正直言って今の状況の中、飲食店

等を含めて、今まで１０人ぐらい来たのが１

人か２人ぐらいは来ているというような状況

でもあるのかなと。でもやっぱり収入減は激

減していくということが考えられるというこ

とからも、やはりここにも書いてありますけ

れども、商工会、関係機関等中心になって、

どの場面でどのタイミングで支援をしていく

かということについてやっぱり協議して決め

ていって、どういうふうな形の支援になるか

ということも含めて協議しながら進めて、き

ちんと支援できる体制づくりを進めていきた

いなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） ちょっと失礼します

が、今言っていることは５番目のことだった

ので申し訳ないのですけれども、今５番先に

今話したものですから、５番目について。

なかなか地域というのは、このコロナとい

うのは道が中心となってやっているようでご

ざいますので、そういうことになると、経営

者の皆さんが道に要望だとか何だとかと、こ

ういったものがなかなかできないのかなとい

う気がいたします。そういったことも、もち

ろん飲食店等の考え方もお聞きしながら行政

は道なりにお話をするのだろうと思いますけ

れども、なかなかそこもつながらない部分も

ありますので、やはり独自でやる部分はやっ

ていただくということが望ましいのかなとい

う気がいたしますので、お聞きしました。

それから、失礼しました、４番目でござい

ます。

これは清水町の関係、役場の関係でござい

ますのでお願いをいたします。

専門部会、今町長から必要ないというか、

考えていないということのようでございます
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けれども、昨日の、今日もそうだったかどう

か分かりませんけれども、一般質問の中で町

長は、コロナ禍の中で大変忙しいのだという

ことは言われましたよね。ただ、忙しいこと

は忙しいとしても、このコロナ禍の内容とい

うのは専門的な部分も結構あるのかなという

気がしますし、それからやはりさっきも

ちょっとお話ししたのですけれども、失礼な

のだけれども、検証もやっぱりならないと、

町民の中から１人でも出てしまうとやっぱり

これは大変なことになる、当然周りはそうな

のですけれども。そういったことからいう

と、専門にこのことをやってみる方が必要な

のだろうなと。確かに町長と、町長含む専門

の方が協議しているといいますけれども、専

門に歩くということまでやらなければならな

いのでないかなと私は思うのですけれども、

そういったことで専門部署をぜひつくってい

ただいて、町民に発信していただきたいなと

いうふうに思っています。

再度ちょっとお聞きしますけれども、お願

いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 新型コロナウイルス

感染症に対する特別、そういう専門の部署を

つくってはどうかというお話でございますけ

れども、先ほどお答えしましたように、対策

本部会議というのをきちんと開いておりまし

て、そこは役場の課長全員が入っている、そ

ういう会議でありまして、中心になるのは福

祉課が中心になるわけですけれども、あとそ

れぞれ各課によってそれぞれの今までのやっ

ている仕事の中での、それに対するコロナに

対応する仕事というのはそれぞれやるという

ような形でやっておりますので、基本的には

福祉課を中心にしながら各課、言ってみれば

役場全体でこの新型コロナウイルス感染症に

対する対応をしているということになってお

ります。

専門部署といっても、つくるとしても、な

かなかその専門の方というのはなかなかいる

かというとなかなかいない部分もありまし

て、そういった部分では福祉課が保健師さん

だとか、そういった方たちもいて、そこが事

務局になるという形でやるということで、専

門的な知識も多少、全てあるわけではないで

すけれども、持ちながらやっていくという形

にしています。

そして、例えば先ほどもありましたよう

に、商工会の方々だとかということになると

経済課が対応するだとか、いろいろ公共施設

だとかにそういった周知のためのポスター

貼ったりだとかとなると、それは総務課のと

ころだとかというようなことで、それぞれ役

割分担をしながら、専門的にそれだけをやる

ということではなくて、それぞれ今までそれ

ぞれ分担しているところを、それぞれ役割分

担しながら取組を進めているということにし

ております。

基本的に専門部署みたいのを設けてもいい

のですけれども、結局そこに張りつけるだけ

の人的な余裕というのはなかなかないという

部分と、それとやはり最終的に事業をやる、

何かをやるとなったときにはやっぱりそこだ

けではできませんので、やっぱり今まで一番

関わりのあるだとか、そういった部署がその

業務を担当するということになってきますの

で、そういった意味では、今やっているよう

な事務局を福祉課が持って、それぞれ役割分

担しながら、それぞれの任務分担をしながら

やっていくという形のほうがよりスムーズに

進んでいくのかなというふうに思っています

し、それぞれ何かあった都度、それぞれに集

まっていただいて情報共有しながら対応して

いくということにしておりますので、今のと

ころ専門部署をつくらないとならないという

ような状況ではないのかなというように考え

ているところであります。

そんなことで御理解いただければというよ

うに思います。以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

私は専門部署みたいな形でやはり徹底して

やれる値のある問題ではないかなというふう
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には思っていますので、今後足寄町から１人

でも感染者が出ることのないように、徹底し

た対策また予防をお願いをしたいというふう

に思ってございます。

それから４番目でございます。申し訳ござ

いません。４番目は清水町の役場の関係でご

ざいます。

まず、清水町の役場でクラスターの原因が

あったかと思いますけれども、このことから

足寄町として改善点は何かあったのかどう

か、また内容がお聞きしたと思いますけれど

も、そういったことで改善点が何かあったの

かどうかお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

清水町役場の関係でありますけれども、ど

ういう原因でクラスターというか、大量に感

染者が出たのかというようなことについては

ちょっと伺っておりませんので、どういうこ

とであのような形になったのかというのは

ちょっと分かっておりません。ですので、そ

のことに対する対応だとかという部分という

のは特に考えていませんけれども、ただそう

いうことが起こり得るということですので、

今どこで感染になるか分からないという部分

がありますので、清水町で起こったことは足

寄町でも起こり得る可能性は全くないとは言

えないということでありますので、十分にこ

れは気をつけていかなければならないことな

のだなというように思っています。

清水町の場合ですと、全部で３０人ぐらい

の方が感染をしたということで、役場の中

も、それからほかの外部も全部ＰＣＲ検査だ

とかそういうのをやりながら、陰性になっ

た、きちんと確認がされた人たちから復帰を

しながら役場も立入禁止だったのが再開でき

るだとかというような形になっていると、こ

れは新聞だとかも報道で見る限りなのですけ

れども、そういったことを考えていくと、や

はり同じようなことが起こらないように、や

はり役場の中でできる限りの感染防止対策と

いう部分をやっていかなければならないかな

というように思っているところであります。

前にもお話ししたかなというように思いま

すけれども、役場の中での感染予防対策、基

本的な感染予防対策をまずはきちんとやろう

というところがまず一つかなと。それから、

その次に環境ですね。今、窓口のところでお

客さんのところと役場の事務室のところで分

けるパーティションみたいなのを設けており

ますけれども、事務室の中のところではそう

いうものがないので、そういったものは本当

に必要なのかどうかというようなところを検

討もしているところですし、それからさっき

の基本的な感染予防対策といった部分では、

それぞれ今役場の入るところに消毒薬を置い

て、入ってくるときに手を消毒していただく

ことをしていますけれども、事務所の入り口

だとか、それから事務所の中でも小まめに消

毒をしていただくような形の消毒薬を置くで

すとか、そういう基本的な対策を取り組んで

いますし、そういう基本的なことをまずはき

ちんとみんながやっていこうと、職員みんな

でやっていこうというようなことを確認をし

ているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

もちろん基本的なことをまずやることは大

事なのですけれども、ただ町長、私、十勝管

内の長とたまたまお集まりになることがある

と思うのですけれども、町長ぐらいはどう

いった原因だということが分かってもいいの

ではないですか。何か問題なのか。問題ない

わけですよね。ですから、いや、知っている

のかな、聞いているのかなとは思いますけれ

ども、新聞でも若干出たような感じもあるの

ですけれども、やっぱりそういったことぐら

いは町長トップ同士でお話をして、お互いに

町村同士が感染拡大しないようにやろうやと

か、そういった形にはなっていくのだろうと

思いますので、ぜひそういったことも含め

て、いろいろな部分でもそうなのですけれど
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も、やっぱり十勝管内は十勝管内できちんと

共有し合うと、こういったことが大切でない

かなと思いますので、ぜひ今後１人でも出な

いためにもそのぐらいのことは必要でないか

なというふうに思っていますので、よろしく

お願いをしたいというふうに思います。

それから、足寄町の職員などの出張だと

か、それから旅行などに係るコロナ感染拡大

防止のための何か決め事というか、規約、規

則ですか、そういったものがあるのかどうか

をお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 足寄町の対応とし

まして、ふだんからの小まめな消毒ですとか

手洗いですとかのほかに、出張に関しまして

は、感染リスクが回避できない場合は、札幌

市など、今は東京とかも感染拡大していると

ころへの出張は不要不急の場合を除き控える

というような形で、それぞれの地域、ステー

ジに応じて判断をするという形になっていま

す。

出張命令は十勝管外は課長もしくは私のほ

うに来ますので、そこで最終的な判断します

けれども、今のところ、もうここ一、二か月

は一般職員の札幌出張とかはないような形に

なっているかというところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

それでは次に、それからＰＣＲ検査の関係

でちょっとお聞きしたかったのですけれど

も、ＰＣＲ検査、抗体検査は、ちょっとお聞

きした中では自分でも自宅でも検査ができる

というようなことが聞いたのですけれども、

それはどういうことなのか、またこのことは

町民に周知だとかはしているのかしていない

のか、内容をちょっとお聞きします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ＰＣＲ検査、抗

原検査と抗体検査ですかね、そういうような

関係につきましては、任意の検査でできると

いうような情報がございます。新聞とかテレ

ビとか、例えばインターネットとかでも出て

いるのですけれども、自分でキットを取り寄

せて、そして唾液等を送り返して検査をして

検査結果が分かるというような仕組みができ

ておりますけれども、それについては各業者

さんというのでしょうか、そういう検査をで

きるような事業所が任意でやっているもので

こざいまして、町のほうでそれを広報すると

いうようなことはしておりません。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

それから、たまたま今日新聞で上士幌町は

町民のＰＣＲ検査の助成が出ました。本別も

何か考えているようでございますけれども、

足寄町は町長どうですか、考えられることな

のでしょうかね。お聞きします。

○議長（吉田敏男君） 熊澤議員の質疑中で

ありますけれども、ここで暫時休憩をいたし

ます。１１時３０分まで休憩をいたします。

午前１１時１７分 休憩

午前１１時３０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

答弁から始めます。

町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） ＰＣＲ検査でござい

ますけれども、今回の議会の補正予算の中に

この予算を少し盛っておりまして、国の補助

を受けて新型コロナウイルス感染症に感染し

た場合に重症化しやすいという、そういうリ

スクの高い高齢者を対象にして、任意でＰＣ

Ｒ検査を受けていただいた場合、そこに助成

をするという予算を今回の補正予算の中で見

させていただいております。

対象者については６５歳以上で高血圧、糖

尿病等の基礎疾患を持っている方ということ

になりまして、希望者がいらっしゃったらあ

らかじめ申込みをしていただいて、協力医療

機関に検査を受け、この協力医療機関であり

ますけれども、これは帯広の病院というよう

になるのですけれども、そこと町とで協定を
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結んだ中で、そういう病院で受けていただく

というような形になります。

それで、費用については２万５,０００円

ぐらいかかるようなのですが、自己負担５,

０００円で２万円については補助と、その補

助の中で町の負担とそれから国の補助金をも

らってというような形で実施をするというこ

とで、補正予算を組まさせていただいており

ますので、御理解いただければというように

思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 足寄のことは分かり

ました、足寄のことについてはお聞きしまし

た。

それで、新聞の中身については、そうでな

いのかなという気がいたしますが、今言っ

た、町長の言った以外の方々、一般の方々、

その方に対して、機器の導入に補助だとか、

それから検査についての負担だとか、補助だ

とか、助成というか、そういう形で上士幌町

は進めるというような文章であるのですけれ

ども、そこら辺はちょっと町長どうですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 先ほども申し上げま

したように、足寄町としてはこういうことを

考えていますよということであります。

上士幌町は上士幌町ですから、ということ

で、町としては、足寄町としてはこういうこ

とを今考えていて補正予算を組まさせていた

だいたということであります。

任意で、先ほどお話ありましたけれども、

任意で取り組むと、そういうＰＣＲ検査を

やっていただけるというところもあるようで

すので、そういった部分は今町としてＰＲし

ているわけではございませんけれども、今後

そういうものがもっと一般的な形に、何か値

段も非常に安くできたりだとかするようなこ

とも、テレビなど見てますと、されて、東京

のほうだとか、そういったところであります

けれども、というようなこともありますの

で、今後どうなっていくのかといったところ

はちょっと今後の経緯を見ながらということ

になるかなというように思っています。

いずれにしても、ワクチンがいつ頃皆さん

にまで行き渡っていくのかなといったところ

もやっぱりあるのかなとも思いますけれど

も、そういうものがあって、ＰＣＲ検査だと

かそういったものがあって安心だとかできる

だとかというようなことが今後も考えられる

のかなというようには思いますけれども、

ちょっともともと今回も２万５,０００円ぐ

らいの金額かかるといっているところが、最

近の報道など見てますと、非常に２,０００

円だとかぐらいだったら、それぐらいだった

ら誰でもできるかなというような状況も何か

できつつあるのかなというようなところで、

非常に大きくまた変わっていく状況もあるの

かなというように思いますので、それについ

ては今後の経緯を見ながらと、見ていきたい

なというように思っているところでありま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

いずれにしても、ちょっと食い違いちょっ

とあるのですけれども、いずれにしてもこう

いうことが他町村でも始まっていくよという

ことになりますと、恐らく足寄町も考えてい

かなければならないとなるのかなという気が

しているものですから、ぜひ他町村のことも

よく見ていただきながら、足寄町もある程度

考えていただければなというふうに思ってご

ざいますので、お願いをしたいというふうに

思います。

それから最後です。

最後なのですけれども、質問の中でも、今

のコロナ禍の中で、大変な事態、拡大がされ

てきている中で、マスク、マスクで１年が終

わりそうなのですけれども、しかも息苦しい

年と、苦しい年ということで終わりそうなの

ですけれども、来年ぜひ幸せ多い１年になっ

てもらいたいなということで、ぜひ明るい話

題で締めていったほうがいいのかなというふ
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うに思いまして、もちろん多くの事業が１年

間の中で中止になってしまったということで

ございますので、そういった意味からもぜひ

外でできる事業は何かということを考えまし

たときに、他町村でもやっているのですけれ

ども、クリスマスツリーだとか、それからク

リスマスイルミネーションの設置だとか、そ

ういった形で明るい話題で終わらせたいなと

私は考えるのですけれども、このことについ

ては町長はどういう考えでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今お話あったよう

に、１年の締めくくり、ずっと暗い話題で終

わるのではなくて、明るい話題でというよう

なことでありますけれども、やはり一番いい

のはやっぱりそういう明るい話題で終わって

締めくくりたいものだなというように思うと

ころであります。

ただ、やっぱり人がいっぱい集まるような

ことだとか、そういったことというのはなか

なかできないような状況でありますので、そ

ういう密にならないですとか、コロナウイル

スの感染拡大につながらないようなことがあ

れば、そういうことで何か明るい話題で締め

くくれればいいなというようには思っており

ます。

１年間本当にコロナウイルス、コロナウイ

ルスでずっと過ぎていますけれども、足寄町

内で、ではずっとコロナウイルスだったのか

ということではないのだというように思って

います。例えば最近でいけば、チーズでしあ

わせチーズ工房が日本のチーズのコンテスト

でグランプリを取っただとか、そんな話もあ

りますし、それから子供さんたちがいろいろ

な大会で活躍をしてきただとか、足寄高校の

野球部が１勝できただとか、いろいろな明る

い話題というのは拾い上げれば全くないわけ

ではないわけでありまして、決して足寄町

が、確かにコロナウイルスであまり明るい話

題はなかったかもしれませんけれども、拾い

上げればたくさん明るい話題もあるなという

ように思っておりますので、御理解いただけ

ればというように思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） ぜひ、やっぱり話題

で、明るい話題で終わりたいなというふうに

思いますので、何らかの形でそういった事業

も、時間もないようですけれども、考えても

らえればありがたいなというふうに思ってご

ざいます。

以上で、私の質問を終わります。ありがと

うございます。

○議長（吉田敏男君） これにて、６番熊澤

芳潔君の一般質問を終えます。

次に参ります。

次に、５番田利正文君。

（５番田利正文君 登壇）

○５番（田利正文君） 通告に従い、３点ほ

ど順次質問をしたいと思います。

一つ目、非核平和のまち宣言をしている足

寄町の取組についてです。

２０１７年７月国連会議で採択された核兵

器禁止条約が、１０月２５日未明（日本時

間）批准した国と地域が発効の要件となる５

０に達し、条約の規定により９０日後の２０

２１年１月２２日に発効することが確定しま

した。

同条約は、核兵器の非人道性を厳しく告発

し、その開発、実験、生産、保有から使用と

威嚇に至るまで、全面的に禁止して違法化

し、完全廃絶までの枠組みと道筋を明記する

ことで、各保有国を一層政治的・道義的に追

い詰め、核兵器廃絶へ向けた動きにはずみを

つけることは間違いありません。

グテーレス国連事務総長が、「世界の運動

が成就した」と歓迎したように、核兵器のな

い世界の実現に向けて条約制定・批准を働き

かけた被爆者やＮＧＯ関係者、平和を願う多

くの人々の努力の結晶です。

残念なのは、日本政府の姿勢です。国内マ

スコミからも「日本は保有国と非保有国の橋

渡し役になると言い続けているが、一体何を

したというのか」（道新１０月２６日）、
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「重みと責任を唯一の戦争被爆国として改め

て自覚すべきだ」（毎日１０月２７日）と言

われるように、唯一の戦争被爆国としての役

割そのものが問われています。

足寄町は１９９５年１１月「非核平和のま

ち」を宣言しています。

広報あしょろナンバー７７２、１３ページ

に、「これは住民一人一人の生命と暮らしを

守るため、非核三原則の堅持と恒久平和の実

現を願って宣言したものです。町では、この

宣言を通じて次代を担う子供たちへ、平和の

尊さを提唱していきたいと考えています。ぜ

ひ、この機会に宣言文をお読みいただき、平

和について改めて考えてみてください。」と

あります。

以下の件について伺います。

一つ、核兵器禁止条約が発効という新たな

状況が生まれています。この件に関して、町

長の所見を伺います。

二つ、新しい状況の今だからこそ、足寄町

が「非核平和のまち」宣言をしているまちと

いうことを、町内外の人々にアピールする看

板を設置できないでしょうか。

三つ、「この宣言を通じて次世代を担う子

供たちへ平和の尊さを提唱していきたい」と

ありますが、具体策をお聞きいたします。

四つ目、世界のどこかで、核実験・臨界実

験などが行われた場合、町長名で抗議声明を

出していただきたい。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の「非核平

和のまち」宣言をしている足寄町の取組につ

いての一般質問にお答えいたします。

１点目の核兵器禁止条約発効という新たな

状況に関しての所見についてですが、核兵器

の開発・製造・使用などを禁じる核兵器禁止

条約は、発効の要件となる条約を批准した国

が５０に達し、令和３年１月に発効すること

となりました。

しかし、全ての核兵器保有国や日本が参加

しておらず、今後同条約の実効性をいかに確

保していくかが課題であるほか、条約の発効

後は唯一の被爆国である日本が大きな役割を

果たしてほしいと考えております。

２点目の非核平和のまちをアピールする看

板の設置についてですが、以前同様の御質問

にお答えしましたとおり、本町ホームページ

に非核平和のまち宣言を掲載しているほか、

毎年広報あしょろ８月号に宣言文を掲載し

て、町民の皆様に周知をしていることから、

新たな看板を設置することは考えておりませ

ん。

３点目の、この宣言を通じて次代を担う子

供たちへ平和の尊さを提唱していきたいとあ

るが、その具体策はについてですが、本町で

は毎年８月にこれまでの戦争で犠牲になられ

た戦没者を御遺族とともに追悼し、その冥福

と平和を祈願するため、戦没者追悼式を行っ

ています。追悼式には足寄高校、または足寄

中学校の生徒会長が参加し、追悼の言葉を述

べてもらっており、今の平和な社会が貴い犠

牲の上に成り立っていることや戦争の悲惨さ

を学ぶきっかけとなっていると思われるほ

か、広報あしょろに非核平和のまち宣言文を

掲載し、町民の皆様に周知をしているところ

です。

４点目の、核実験などが行われた場合、町

長名で抗議声明を、についてですが、本町が

加盟する平和首長会議及び日本非核宣言自治

体協議会が、それぞれ会長名で核実験や臨界

前核実験を行った国に対し抗議を行っている

ため、足寄町独自に抗議することは考えてお

りません。

今後におきましても、世界の恒久平和と核

兵器の廃絶を願い、引き続き町民の皆様に対

し、戦争の悲惨さ、平和の尊さについて周

知・啓発に取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りますようお願いを

申し上げ、田利議員の１点目の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

５番。

○５番（田利正文君） 私が足寄に来て１５

年になるのです。正確には覚えていませんけ
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れども、来たときから、根室を出発して広島

まで向かう国民平和大行進というのが毎年行

われていまして、それが足寄町に来たときに

は私も同行して、町長、それから教育長、そ

れから農協の組合長、商工会などにお邪魔を

して被爆者が提唱している核兵器廃絶の国際

署名に協力してもらうだとか、募金に協力し

てもらうとか、あるいは毎年広島、長崎で行

われている原水爆禁止世界大会の会場に掲げ

られる足寄町長渡辺と書いたペナントを、あ

るいは議長名のペナントなどを署名いただい

てきました。今年は町職員の方から２５５

筆、それから農協職員の方から６３筆、商工

会の方から郵送で１０筆の署名を頂くことが

できました。この署名は国連に出された１,

２６０万筆という署名があるのですけれど

も、その中に含まれております。

こうした全国の取組ですとか、足寄の僕ら

の小さな取組でしょうけれども、核兵器の禁

止条約発効という状況をつくり出すための一

つの要因になっているだろうというふうに

思っています。

その上で、今の答弁を見ますと、どれも全

部だめなのですけれども、この問題を取り上

げて私３回目なのです、今回で。

こんな話もありました。前例がない、それ

から予算がない、他の町村でやっていないと

いうのがあって断られたということも一回あ

りましたよね。そうやって言われながら、各

町村に全部標柱というのでしょうか、非核平

和都市宣言のまち上士幌町とか何とかと書い

たのが大抵のところに立っているのですよ

ね。足寄だけがないのですよ。それずっと私

言い続けてきたのですけれども、今回も考え

はないということなのです。

それで、全部一括ひっくるめてこんなこと

をちょっと、できないと言っているのにまた

追いかぶせるようで申し訳ないのですけれど

も、話をしたいと思います。

その看板の件もそうですけれども、例えば

看板はただ標柱だけではなくて、アユミちゃ

んが入っているようなカラーで、通行人の方

が見てもおっと思うような目の引くような、

そういう看板で足寄町が非核平和都市宣言を

しているまちだよとかが分かるような、ア

ピールするいいチャンスだと思うのですけれ

ども、そんなこともあえて検討できないかと

いうのが一つですね。

それから、毎年８月に限らなくてもいいと

思うのですけれども、これまでは８月に原爆

投下された日ですから、子供たちから平和に

関する絵や詩を募集して、それを表彰、展示

すると、あるいはそれを使って平和カレン

ダーをつくるだとか、あるいはそれを町民セ

ンターで行われる平和ロビーコンサートを

やって、そこで展示もするし表彰もするとい

うような一連の取組ができないかということ

ですね。

それから、図書館ができましたので、図書

館に平和コーナーを、例えば８月だけでも結

構です、設けてもらって、絵本や紙芝居や絵

や写真やＤＶＤなどを展示すると。あるい

は、読み聞かせもするだとか、そんなことも

できないだろうかということですね。

それから、被爆地に千羽鶴というのでしょ

うか、折り鶴を届ける取組などもその中で一

緒に折り鶴を折ってもらうということ、可能

ではないかというふうに思うのですね。

それから、平和首長会議にせっかく参加し

ているわけですから、平和首長会議がこんな

運動をしましょうということを提起していま

す。その提起していることに沿って足寄町で

できることを具体化するということは考えて

ないだろうかというふうに思うのですね。例

えば署名を、今言ったような様々な取組の

節々に置いておくだとかということも可能だ

と思うのですね。

それをするに当たって、先ほど前の議員さ

んが言っていましたけれども、コロナのため

の特別委員会みたいなこと言っていましたけ

れども、これを非核の平和のまち宣言を推進

するための特別の実行委員会というのでしょ

うか、推進する体制を何かどこかでちょこっ

とつくれないだろうかという気がするのです
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ね。そのぐらいしても値のある取組ではない

かというふうに私は思っているのですけれど

も、それについてはどうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今お話ありましたよ

うに、ゼロ回答ということで言われましたけ

れども、決してそういうことではないのかな

というふうに思っています。やれることでは

いろいろな形でやっているということなのだ

ろうというように思っています。

反核平和に対する思いというのは、今田利

議員さんからもお話あったように、いろいろ

なところで署名を集めても、きちんと集まっ

てくると、それぞれ皆さん方がそういう思い

を持っているということなのだというように

思っています。ですから、今回役場だとか、

それから農協だとか、商工会だとかというこ

とでお話ありましたけれども、いろいろなと

ころにお話ししてやれば、それぞれ署名とい

うのはきっともって集まってくる。皆さん

が、町民の皆さんがやっぱりそうやって反核

平和という思いを持っていらっしゃるのでは

ないかなというように思っています。

ですから、そういった思いを皆さん持って

いる中で、いろいろな町として今やっている

取組、そういったものを引き続き取り組んで

いくということが、これからも反核平和の願

いを町民の皆さんに持っていただくという部

分になるのかなというように思っています。

何点か取り組んでいること、先ほど述べさ

せていただきましたけれども、そういう取組

をそれぞれ今までも営々として取り組んでき

ているという、そのことはやはり町民の方た

ちにも十分理解を頂いている部分だろうとい

うように思いますし、それから、町外の人た

ちにはどれだけ伝わるかは分かりませんけれ

ども、そういうことなのかなというように

思っているところであります。

今いろいろ看板だとか、いろいろな話もあ

りましたけれども、やはり今の時代で取り組

んで、一番いろいろな人たちにも見ていただ

けるような、そういったものということで

ホームページですとか、それから町民の人た

ちは必ず広報なども見ていただいていますの

で広報、そういったところで載せていくこと

が町民の皆さん方にも理解を頂く、そういっ

た取組になっていくのかなというように思っ

ておりまして、看板を掲げても、確かに看板

の前を通る方については見られますけれど

も、ただそのほかの人たちには見られない、

見えない部分だとかというのもやっぱり出て

きますし、そういうことを考えると、ホーム

ページだとか広報などのほうがより有効な形

になるのではないかなと思っているところで

あります。

それからいろいろと絵を集めたりだとか、

ロビーコンサートや、それから図書館での

コーナーですとか、いろいろとお話を頂きま

した。今後の中で、取り組むことができるよ

うなことがあれば、その中でまた取り組むこ

とができるかなというように思っております

ので、いつできるかとか、具体的な話はでき

ませんけれども、今頂いたお話、参考とさせ

ていただいて、今後の取組について生かして

いきたいなというように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 今大ざっぱに全部い

ろいろなことごちゃ混ぜにして、こんなこと

できないと提案しましたけれども、私の思い

つきだけではないのです。これは全部帯広市

でやっていることなのですね。ロビーコン

サートも平和カレンダーも、それから詩や絵

を募って表彰する、展示するということも全

て帯広市でずっとやっていることなのです。

そして、署名も帯広市で各コミセンに置くと

かして集めているのですね。

町長の答弁の中に、核兵器禁止条約を発効

という新たな状況に関して所見をといったと

きに、今後唯一の被爆国である日本が大きな

役割を果たしてほしいと考えておりますとあ

りましたよね。そして、その右側のほうに、

右側という言い方おかしいかな、核実験に対

する抗議声明を出してほしいという話なので
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すけれども、平和首長会議あるいは日本非核

宣言自治体協議会がそれぞれ会長名でやって

いるので、町独自には抗議することは考えて

いませんとありました。それはそれでいいの

だと思うのですけれども、それと唯一の被爆

国である日本が大きな役割を果たすというこ

とについては、国にだけ求めるというのは、

それはもちろん分かりますけれども、平和首

長会議に参加している、日本でいえばあと５

つぐらいしか入ってないだけで、十勝は全部

入ってますので、そういうところの自治体が

やっぱり一つずつ声を上げていくことが必要

だというふうに思うのですよね。

○議長（吉田敏男君） 昼食の時間でありま

すので、１時まで暫時休憩をいたします。

午後１２時００分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

５番田利正文君の質疑から、質問からお願

いします。

○５番（田利正文君） ダブると思いますけ

れども、もう一回改めて言い直します。

町長の答弁の中に、戦没者追悼式を行って

いますというふうに書いてあって、戦争の悲

惨さを学ぶきっかけになっていると、あるい

は広報に平和のまち宣言の全文を掲載してい

るというふうにありますが、それでは足りな

いと私思うのです。というのは、町議会でも

足寄町でも平和非核都市宣言をやったり、町

でも宣言をやっているわけですね。そして、

広報の中にも書いてあるとおり、この宣言を

通じて次代を担う子供たちへ平和の尊さを提

唱していきたいという思いがあるのだとすれ

ば、その理念をもっと具体化する必要がある

のだと思うのです。先ほど言った、帯広市が

やっている細々した実例を挙げましたけれど

も、あれも毎年毎年繰り返し繰り返しやって

いるのですね。市役所の職員１,０００人ぐ

らいいるらしいのですけれども、１人１羽折

り鶴を折ってもらったら千羽鶴できるのでは

ないかという提案もされて、議論になったこ

ともあるらしいですけれどもね。つまりそん

なようなことが町としてきちんとやるべきで

ないかという思いがあるのです。なぜかとい

うと、まだしつこいですけれども、足寄町が

入っている平和首長会議が１０月２５日に５

０国に達したというときに、公開書簡という

のを出しているのですね。その中に、こう

やって、全部は言いませんけれども書いてい

るのですけれども、この条約は核兵器廃絶に

向けた確固たる国際規範をつくるものだと。

そのことを世界中に広めていきたいと、その

ために努力すると。そして、市民一人一人が

日常生活の中で平和について考えて行動する

ことを奨励すると。そして、平和文化を市民

社会の中に根づかせて平和意識を醸成するこ

とにより、平和への大きな潮流をつくりたい

というふうに言っているのですね。ここのと

ころは足寄町の宣言などと同じ趣旨だと私思

うのですよね。そのことをやっぱり具体化す

る必要が絶対にあると私は思うのです。

それで、具体化するに当たって、そんなに

予算要りません。問題は町長の、よし、これ

やりましょうという決意だけあればできるの

ではないかと私思っているのですよね。こん

なこと言うとちょっとまずいかもしれません

けれども、温泉をつくりなさいと、そのため

の決意しなさいというよりはずっと楽だと私

は思うのですけれども、そういう具体化をす

る必要があるのではないかという気がするの

ですね。それで、繰り返しになりますが、先

ほど言った看板から始まって、いろいろ細々

述べました。全部やれと言いませんけれど

も、そんなところにもう少し足を、もう一歩

シフトを変えて踏み出すということができな

いだろうかというふうに思うのですけれど

も、その点改めて伺いたいというふうに思い

ます。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） ちょっと私のほうも

ちょっと回答としてはちょっと繰り返しにな

る部分もあるかもしれませんけれども、やは

り署名の問題などを見ても多くの人たちが
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やっていただけるといった部分では、反核平

和、そういった願いというのはもうやっぱり

一人一人の中にきちんとあるのだなというよ

うに思っています。それは当然そういうもの

が回ってくれば署名するといった部分できち

んとそこで行動に起こしているということに

なるのだと思いますけれども、たまたまそう

いう署名が回ってきたところだけかもしれま

せんが、ほかのところにもきっと回せば同じ

ようにきっとそういう人たちが多くいて、そ

のことに賛成をして署名をしてくれるのだろ

うというように思っています。

そういうことで、町民の人たち一人一人に

聞くわけではないですけれども、きっと聞い

たらやっぱり平和なまちでありたいと思うだ

ろうし、核だとかそういったものがない、そ

ういう世界に住みたいよねという、そういう

思いというのはそれぞれお持ちなのだろうと

いうふうに思っています。そういうことが

あって、足寄町として、ではどういうことを

取り組むのかといったことで、今いろいろ

な、そんなに不十分かもしれませんけれど

も、取組をしているところであります。

先ほど田利議員さんから帯広市で取り組ん

でいる様々なことをお聞かせいただきました

けれども、そういう取組も一つ一つ参考にな

る部分でもありますし、そういう取組をやっ

ているまちもあるのだなということも理解を

させていただきました。そういう中で、やっ

ぱり足寄町としてそういうことがどれだけで

きるのかといった部分については、田利議員

さんからいけばまだまだ不十分だからもっと

もっとやるべきだということではありますけ

れども、足寄町として今取り組めること、そ

ういったことでいくと、やっぱり今やってい

るようなことなのかなというようにに思って

います。

先ほども申し上げましたように、この後い

ろいろと参考にさせていただくということで

お話しさせていただきましたけれども、今後

の中でそういう取組がまた取り組めるようで

あれば、また先ほどの例のほかにも、何かも

もっといい、もっといい事例だとかもあれ

ば、そういったことも参考にさせていただき

ながら取組ができれば、そういったところで

取組をさせていただくようなことがあるかな

というように思っています。

そういった意味で、いろいろとお話頂きま

したけれども、今後も業務の平和活動といい

ますか、平和運動といいますか、そういった

ような取組を今後進めていく上での参考とさ

せていただきたいなというように思っている

ところであります。御理解いただければと思

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） しつこくは述べませ

ん。町長が参考にさせてもらうと言ってまし

たので、足寄町が加盟している平和首長会議

が提起している方向で各自治体が宣言にある

みたいに平和意識を醸成する、そういう取組

になるようにする必要があるのだというふう

に私は思っているのですね。町長今また答弁

で繰り返し言われましたけれども、戦没者集

会やっている中でと言いましたけれども、そ

れだけでやっぱり足りないと、改めてまた言

いたいと思います。さらに、宣言で首長会議

が言っているように、あるいは足寄町の平和

の宣言での趣旨があるように、その理念をど

うやって具体化するのか、繰り返し繰り返し

やらなければだめだと思うのです。

いろいろな事例がありますけれども、分

かっているだろう、普及してきているだろう

では多分進まないだろうと思うのですね。

やっぱり繰り返し繰り返しそのものに触れる

ことによって、町民一人一人の認識が変わっ

ていくということに思うのです。そんなこと

もあると思いますので、ぜひそのことを含め

てぜひ具体化をしていただきたいというふう

に思います。

次に移りたいと思います。２点目です。

新型コロナウイルス感染症対策についてで

す。

新型コロナウイルス感染症が広がっていま
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す。足寄町での感染は今のところ報告されて

いませんが、多くの町民の方が心配し不安を

抱えています。

十勝医師会では、管内１８町村中１７町村

でＰＣＲ検査をできる体制を取ったと報じら

れています。

以下の件について伺います。

町民が具合が悪くなったとき、かかりつけ

医に電話をと言われていますが、町内の３医

療機関ではカルテのあるなしにかかわらず、

かかりつけ医としての対応はしてくれるので

しょうか。

二つ目、保育所、児童館、学童保育所、学

校、高齢者施設等で感染者が出たときのこと

を想定して、準備をしおく必要があると思う

が、町としての対応は。

三つ目、道が十勝全体から受け入れる宿泊

施設（ホテル１９０床）を確保し、１１月３

０日から受入れ可能と報じられましたが、単

身者や車のない高齢者などが感染した場合、

帯広市の宿泊施設や病院へ行かなければなら

なくなるが、この場合、ほかの人への感染を

防ぐため公共交通機関は使えないと考えま

す。町として何らかの対応・支援があれば町

民の皆さんも安心できると思いますがいかが

でしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の新型コロ

ナウイルス感染症対策についての一般質問に

お答えいたします。

１点目の町内の３医療機関ではカルテのあ

るなしにかかわらずかかりつけ医としての対

応をしてくれるのかとの御質問ですが、現在

国では発熱等の症状のある方の相談、受診の

流れについて、まずはかかりつけ医の地域で

身近な医療機関に電話相談をすること、相談

する医療機関に迷う場合には、受診相談セン

ターに相談することとしております。具体的

には、疾患等があり日頃から通院している医

療機関がある場合は、まずそのかかりつけ医

に電話相談をしていただくことが基礎疾患の

症状判断と併せて迅速な対応につながると考

えられます。また、かかりつけ医がいない場

合においては、原則として北海道新型コロナ

ウイルス感染症健康相談センターに電話相談

していただきますと、経過や症状の聞き取り

が行われ、受診が必要な場合については、適

切な医療機関を紹介するなどの対応をしてい

ただけることとなっております。

なお、地域の身近な医療機関に電話相談し

ていただいた場合においても、症状などを聞

き取り、適切な受診や相談先紹介等の対応を

していただけることとなっております。

２点目の保育所、学校、高齢者施設等で感

染者が出た場合を想定しての準備についてで

すが、現在北海道内では感染拡大が続いてお

り、誰もが感染するリスクがあることから、

本町においては、感染症が発生した場合に備

え、施設内の消毒等に必要な消毒液やアル

コール、手袋、ガウンなどの物品の確保を

行っております。また、高齢者施設等への対

応として、感染症に係る介護事業所説明会を

開催し、防護服脱着実技の学習や意見交換、

厚労省から発出されている感染対策の手引き

や感染症発生机上訓練について周知を行って

おります。なお、高齢者等複合施設について

は、９月補正予算において、簡易陰圧装置設

置工事の予算を議決いただいており、現在発

注をしているところです。

そのほか、町内栄養士会において、病院や

高齢者施設で感染者が発生した場合における

入院患者、入所者への食事提供について、協

議を重ねており、現在町内の各施設が協力し

て食事を提供する仕組みが整っております。

町内事業所等で新型コロナウイルス感染症

が発生した場合におきましては、保健所の指

導の下、各事業所などと連携を図り、できる

限りの対応をしてまいりますが、まずは感染

予防に向けて各事業所と連携を図ってまいり

ます。

３点目の単身者や車のない高齢者などが帯

広市の宿泊施設や病院へ行く場合の交通手段

についてですが、新型コロナウイルス感染症

の疑いのある場合につきましては、議員仰せ
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のとおり、感染拡大防止のために公共交通機

関の利用はできませんので、傷病者が自力で

受診や宿泊療養施設に移動できない場合につ

いては、保健所が搬送等の対応をすることと

なっており、緊急性が高い場合等について

は、保健所から依頼を受け消防署で搬送対応

することとなっております。また、本町にお

きましても、保健所から依頼があった場合に

ついては連携して対応してまいりますので、

御理解を賜りますようよろしくお願いを申し

上げ、田利議員の２点目の一般質問に対する

答弁とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

５番。

○５番（田利正文君） 今の答弁を聞きまし

たら、町内の３医療機関でも対応はしてもら

えるというふうに取っていいですね。分かり

ました。

そのことについて、広報だとかで一般町民

の方に、かかりつけ医があるけれども、いつ

もかかっているところちょっと違うだとか行

きにくいだとかいろいろあれば、国保病院に

電話してもいいですよ、きちんと対応します

よということを周知してほしいなという気が

するのです。これされてましたか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） このかかりつけ

医を通して受診をするということは、ホーム

ページのほうには周知をさせていただいてい

るのですけれども、今度年末に向けて相談窓

口ですとか、そういうものをまとめたものを

新聞チラシで周知をする予定となっておりま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 私より１０歳上だっ

たら８１歳だと思うのですけれども、そうい

う女性の方、男性の方もいましたけれども、

ホームページに載ってるからとよく言われる

のだけれども、僕ら分からないと言います

ね。ホームページだけではなくて、紙で欲し

いなと言ってましたので、そういう町民の方

もいらっしゃるということを念頭に置いて対

応していただきたいと思います。

それともう一つは、国保病院でＰＣＲ検査

が今はできるのでしょうか、あるいはできる

ようになるのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、病院事務長。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

ただいまの質問に対してお答えしたいと思い

ます。

当院では現在ＰＣＲ検査の検体採取、こち

らは実施しております。プラス、抗原検査の

定性検査という検査と二通りを実施をしてご

ざいます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） すみません、ちょっ

とよく聞き取れなかったのですけれども、で

きる体制にあるということでいいのですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、病院事務長。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

新型コロナウイルス感染症の検査方法は一般

的にＰＣＲ検査と言われるものがあります。

こちらについては、うちの病院で検査ができ

るわけではなくて、鼻咽頭ぬぐい液というも

ので検体を採取しまして、それを保健所のほ

うに送ると、保健所の方が取りに来るという

ような流れになってございます。

抗原検査というのは、キットでインフルエ

ンザの検査みたいな感じのキットで検査をす

ると、そういったものの二通りがあるという

ことです。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） それは希望者ができ

る、あるいはドクターに相談してドクターが

判断していいといった場合にできる、それは

どのくらいかかるのでしょうか、例えば検査

の結果が出るまでに。

○議長（吉田敏男君） 事務長、答弁。

○国民健康保険病院事務長（川島英明君）

ＰＣＲ検査については、帯広のほうに送りま

すので、一日二日ぐらい程度かかるのかなと
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思います。抗原検査については、恐らく３０

分程度で検査結果が出るのかなというふうに

考えております。

以上です。

希望者全員ができるかどうかということで

すが、こちらについては、医師の判断、ドク

ターの判断で必要だという方に対して検査を

するということになってございます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） ２点目のほうに入り

ますけれども、たまたま何とか報道ニュース

だかに出たのですね。どこでしたか、世田谷

かどこかだと思うのですけれども、高齢者施

設の施設長さんが顔も出して実名で場所も明

らかにして、検査をやったのですね。安全を

確保するためにということで、やったら職員

の中から陽性者が出たというので相当びっく

りしたと思うのですけれども、それで改めて

入所者と職員と出入りの人たちを全部検査し

て、我が施設はこんなふうにやって安全です

よということを表明するためにやったという

のが先駆例として出ていたのですね。そんな

ことがやっぱり必要なのかなと思って、特に

老人ホーム、それからグループホーム、町立

病院ですね。そこのところの入院患者、入所

者でなくて、そこに働いている人をやっぱり

り先にきちんと検査しておく必要があるので

はないかという気がしたのですね。そういう

考えはあるかどうか、ちょっとお聞きしたい

のですけれども。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの御質

問なのですけれども、職員につきましては無

症状の場合というのもあるのかもしれません

けれども、例えば濃厚接触者が近くにいたで

すとか、そのような感染の方が近くにいた場

合には休むこともありますし、あとは発熱と

か体調が不良のときにつきましては、職員に

ついては休むようにというふうになっており

ますので、今現在は職員全員というか、老人

ホームとか、医療職とかを検査をするという

ような予定はございません。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 考えてないというこ

とですね、今のところね。

そうだと思うのですけれども、さっき例で

話した施設のところ、そう思っていたのです

よ、施設長さんも、うちの職員は大丈夫だ

と。ところが、社会的検査というのだそうで

すけれども、そういう施設、足寄町でいえば

重要施設のところに働いている人たちのまず

検査をやってみたら、案の定出たのですよ。

案の定というか、逆ですね。ないと思ってい

たのが出たのです。ということがあるから、

足寄町ではまだ感染者の報告がないと思いま

すけれども、そういう先手を打っておく必要

があるのではないかというのが私の考えで

す。

それについては、あえてもう一度聞きます

けれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） そういう施設の中

で、例えばその施設に入所されている方たち

は、そんなに自由に施設を出てどこかに出か

けられるだとかということはありませんの

で、基本的にはそこの施設の中にいれば一般

的には安全というように考えられるところだ

と思います。

職員はどうかというと、職員はやっぱりい

ろいろなところに出かける機会も確かにある

ということはありますので、どこかでかかる

だとかというようなことも考えられないこと

はないわけでありますけれども、現状の中で

は、先ほど福祉課長のほうからも言いました

ように、一定症状がある方だとかというとき

にはきちんと休んだりだとか、それから病院

に相談するだとか、そういうことは必要に

なってきますけれども、現状の中では特に症

状等が見られないというような方たちについ

ては、検査をするということを考えておりま

せんので、施設全体の職員を検査をする、Ｐ

ＣＲ検査をするだとかということは今のとこ

ろ考えてはいないということでありますの
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で、御理解いただければと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） これも正確な情報で

なくて申し訳ないのですけれども、報道

ニュースで出ていたのですけれども、現在内

科医をやっている方で国会議員やっている

方、自らの集まりに行って陽性になったので

すね。どこでうつったか、いろいろ考えた

ら、内科医ですから詳しいですよね。そうし

たら結局は飛沫感染ではないというのです

よ。陽性者のそばにいた人とか、前にいた人

が感染していない。なぜ私が感染したかとい

ろいろと考えていったら、トイレだというの

ですね。男性の諸君に聞きたいけれどもとい

うのですよ。あなたトイレ行って、おしっこ

をするときに、入る前に手を洗って入ります

か、終わったら手は洗いますかと聞いたので

す。大抵入る前に手を洗う人がいないそうで

す、男の方で。そこが間違いなのだというの

ですね。なぜかというと、粘膜のあるところ

から感染するのだと。今一生懸命飛沫感染だ

といって首から上だけ、目と鼻と口だけをい

うけれども、違うのだと、その内科医の方言

うのですよ。なるほどな、そういう見方もあ

るなと思って、ちょっとびっくりして見てい

たのですけれどもね。手にウイルスがついた

やつをおしっこするときに触りますよね。そ

ういうのをあれするからふん尿からも当然ウ

イルスが出るのだから、トイレに入った人が

次の人が使えば当然それはうつるということ

になるのだと思うのだけれどもと、その人は

言うわけですよ。なるほどなと思いました。

だから、２点目、３点目、全部ひっくるめ

て言ってしまいますけれども、町長の答弁の

中で、まずは感染予防に向けての各事業所と

の連携を図ってまいりますとありますけれど

も、そこのところに今言ったような視点は

あったでしょうか。首から上だけではなくて

下も今必要なのだという予防の範囲の視点と

してあったでしょうか、ちょっとお聞きした

いのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えいたします。

基本的には、一般的に言われているよう

に、手洗いですとかうがいですとかというよ

うなことが一般的な感染予防対策ということ

で言われている部分であって、国だとかでも

そういうような発信をされているのかなとい

うように思っていまして、基本的には国から

発信されているような、言われているような

ことをまずは一番基本だということで言われ

ていますので、そういうことを基本にしなが

らやってきてますね。ですから、例えばトイ

レに行ったときのこと、今、田利議員からお

話ありましたけれども、そういったところと

いうのはあまり多分、私のところはそんなに

気にしてはいない部分もありますし、ほかの

ところでもそういうことなのかなというよう

に思っています。ただ、トイレ流すときに、

蓋を閉めて流してくださいだとかというよう

なことはよく聞いたことは、聞いていたとい

うか、そういうことはありますけれども、そ

のほかの部分については、やはり一般的な言

われているようなことしか気にしていない部

分、気にしている部分というのはそういった

ところかなというように思っています。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） １点目とか全部絡ん

で飛んでしまうのですけれども、いろいろ町

民の方が不安に思った、あるいはそういう症

状が出たときに相談しますよね。そのときに

私のイメージで悪く残っているのは、保健所

が人手不足で対応し切れなくて、何回電話し

てもつながらないと、つながったら、それは

大丈夫だからまだいいですとかと言われては

ねられるというふうに言っていて、陽性だと

言われた方が自宅待機していて、そしてあん

まり具合悪いから、そばにいる奥さんが電話

しなさい、電話しなさいと言うけれども、い

や、向こうも忙しいんだからといって遠慮し

ていて亡くなってしまったという例がありま

したよね。そういうイメージがどんとイン
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プットされているものだから、本当に今帯広

の保健所、人手は足りているのか、その辺の

情報というのは分かるでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 具体的には聞いてい

るわけではありませんけれども、今アパホテ

ルさんだかを借り上げて、比較的軽い人たち

の無症状だとかそういった人たちの療養の施

設というようなことで借り上げたりとかをし

ていますけれども、そういったところに今帯

広市だとか音更、幕別ですとか、そういった

ところの職員がサポートにというか、出て

いっているという話であります。そこはやは

り保健所の職員の方たちもなかなか手が足り

なくなってきているといった部分で、そうい

う応援に行っているという形になっていまし

て、この後、ほかの町村にもそういう応援が

来るということで聞いておりますので、一定

程度帯広の保健所の職員の方々もずっと春先

からずっと延々とコロナ対策というのをやっ

ていらっしゃっていて、非常に大変な状況な

のだろうというように思っていますし、そし

てそういう施設がまた新たにできると、そこ

に対する対応をしなければならない職員も出

てくるといった部分では、やはり人手不足と

いうか、そこで対応する人、職員がいない

と、足りなくなるということで、これからそ

れぞれの十勝管内の町村だとかにもいろいろ

と応援のお願いだとかというのは来るという

ことになるのかなというように思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 日本医師会の会長で

すとか、東京医師会の会長が何かテレビで連

日言っていますよね。医療崩壊にもうなって

いる、危機だというように相当言っているの

だけれども、それを政治のほうが、行政のほ

うが受け止めてくれないと。なぜすぐ手を

打ってくれないのだという話をしているのを

聞きまして、僕らとすればそうだなという思

いがあるものですから、先ほど保育所とか、

グループホームとか、そういうところの事前

の社会的検査という話をしましたけれども、

これもこんな話があってすごく気になったの

ですね。グループホームのまだ動ける人がか

かった場合に、陽性者になった場合に、介護

とそれからコロナの両方をやらなければなら

ないとなったときに、動けない人ならまだ別

ですけれども、動き回れる人、回れるといっ

たらちょっと語弊があるでしょうけれども、

動ける人があちこち動いて歩くと大変なので

すよね。すごい手間がかかるという話を聞い

たのですね。それを例えば足寄で想像する

と、グループホームに入っている方でまだ歩

ける人が陽性になって、しかもある程度重く

なってきたときに、それでもなおかつ動ける

というときに、いろいろな問題を起こすだろ

うと思うのですよ。そのときにマンパワーが

絶対に足りなくなると思うのですね。そう

なってから、さあ、どうしようといっても多

分大変だと思うのですね。そんなことがあっ

たものですから、事前に社会的検査をする必

要があるなというのが一つなのです。

それから、もう一つは和歌山県だったで

しょうかね。そのころはまだ帰国者・接触者

外来でしたか、そこを通さないとＰＣＲ検査

ができないという国の方針があった頃ですけ

れども、ある施設で１１人ぐらいが出たと、

陽性者が。そこにいる職員、入所者、それか

ら出入りする人全部をＰＣＲ検査をしたいと

いったら当然国の方針とは違うからだめです

よね。そうしたら、知事が何と言ったかと

いったら、和歌山県だったと思うのですけれ

ども、和歌山県としては国の方針に従えない

といって自らＰＣＲ検査を全部やったのです

よ、５００人近くのやつを。そうしてそれで

止めたという例が報告されてましたから、そ

んなこともあるなと思って、今、答弁の中

で、道がとか国がと言いましたけれども、町

でもしこの施設のところでそんなことが起き

たら、町の機能が麻痺するというようなとこ

ろについてはやっぱり先手を打っておく必要

があるのではないかという思いがありまし
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て、社会的検査をしたらどうかという話をし

たところです。ぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。

３点目に行きます。

三つ目ですけれども、第８期足寄町高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画について。

介護保険の制度がスタートして２０年、

「家族が支える介護から社会が支える介護

へ」を理念に始まったこの制度、保険料を支

払っても介護保険が利用できないという、保

険合って介護なしの事態がますます深刻化し

ており、また、保険料・利用料の負担も限界

に来ているという声が高齢者の中に広がって

います。

以下の点について伺います。

一つ、介護保険制度の充実を求める利用

者・事業者の願いをどう受け止めて、第８期

計画を策定しようとしているのか、町長の所

見を伺います。

２、第８期計画の保険料算定額は幾らか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の第８期足

町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついての一般質問にお答えいたします。

１点目の利用者・事業者の願いをどう受け

止め、計画を策定しようとしているのかにつ

いてですが、現在足寄町高齢者保健福祉推進

委員会において、第８期計画案の検討及び協

議をしていただいているところであります。

本町においては、計画の策定を行うに当た

り、町内に居住する要介護１から要介護５の

認定を受けていない６５歳以上の居宅高齢者

から５００名を無作為に抽出して、介護予防

日常生活圏域ニーズ調査を実施したほか、町

内に居住する要支援、要介護認定を受けてい

る方の介護認定調査時に在宅介護実態調査を

行って、今後必要と見込まれる介護保険サー

ビスの把握等に努めております。

また、町内の介護サービス事業所を訪問し

て、意見を伺うなど、サービス提供における

現状と課題の把握も行っております。

さらに、自治会及び老人クラブ関係者、社

会福祉協議会、介護サービス事業所、高齢障

がい者福祉に関するＮＰＯ法人等で構成され

ております、足寄町生活支援・介護予防サー

ビス提供体制整備推進協議会において、各機

関における現状や課題について報告いただ

き、情報共有を図るとともに必要と思われる

生活支援サービス等について意見を伺ってお

ります。

今後各調査や会議等で出された貴重な意見

等を参考に、限りある資源を有効活用し、安

心して暮らせるまちを目指して第８期計画の

策定を進めてまいりたいと考えております。

２点目の第８期計画の保険料算定額につい

てですが、厚生労働省から提供された地域包

括ケア見える化システムを用いて、将来人口

や令和元年度の実績と令和２年度の直近の実

績をもとに必要な介護サービス提供料を推計

したところ、現段階において算定される次期

保険料は現在の基準額である５,７５０円を

維持できる見込みとなっております。なお、

金額は今後国による制度改正や直近の実績

データ等により変動する場合があります。

第８期計画につきましては、今後さらに高

齢者保健福祉推進委員会で検討いただいた

後、足寄町議会に提案し御審議いただくこと

となっておりますので、御理解賜りますよう

お願いを申し上げます。

以上で、田利議員の一般質問に対する答弁

とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

５番。

○５番（田利正文君） １点目ですけれど

も、日常生活圏域ニーズ調査をしたと、その

ほかに生活支援サービス等についても意見を

伺ったとありますけれども、その中で保険料

に対する意見、あるいは高齢者が負担する負

担感というのでしょうか、それに対する町側

の認識というのは、もしお聞かせ願えればお

願いします。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの質問

にお答えいたします。
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今回、ニーズ調査というのをしましたが、

その中においては、そのような保険料に対す

る皆様の御意見を伺うような項目はございま

せんでしたが、自由記載の欄もございます

が、数人やはり高いといいますか、負担が多

いというようなお答えをされた方はいるかな

と思いますが、この介護保険料に関しまして

は、ここ何期か継続して同額で維持しており

ますので、皆様に御理解いただいて負担して

いただけているのかなというふうに思ってお

ります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 調査の中にそういう

項目はないというのは分かりました。

町の側として、高齢者がこれは高いよなと

思っているかどうか分かりませんよ、適正だ

と思っているかもしれませんけれども、そう

いう負担感について町側としてどう思ってい

るのかについての答弁ありませんでしたよ

ね。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 月額基準額で

５,７５０円となっていますけれども、年金

収入がもう少し８０万円よりも低い方に関し

ましては、数年前から国の制度で介護保険料

の減額ですかね、をしているところもござい

ますし、消費税が上がってからは昨年度から

かなりの負担の軽減は図っているところもあ

ります。また、足寄町では介護保険料の弾力

化というのをやっておりまして、国の基準よ

りも若干下げた割合で設定をしているという

部分もございます。年金生活で大変だとおっ

しゃる方も確かにいるのかなとは思いますけ

れども、自分がいつか介護保険料を、介護保

険のサービスを使うときに１００％負担する

ということはまた難しいかなと思っています

ので、そういう互助の考えからいくと御理解

いただくしかないのかなというふうに思って

おります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 足寄町の第１期の保

険料３,１９２円でしたよね。７期の計画書

の中に、僕らの年代がピークになる２０２５

年でしょうか、そのときの保険料見込額が

７,５２４円とあったのです。単純にはじく

と２.３６倍になるのですよね。だから、言

葉悪いかな、裕福なある程度金のある方はい

いでしょうけれども、国民年金だけだとか、

あるいは国民年金プラスちょっとしかないと

いう方、結構いらっしゃると思うのですよ

ね。これは厚生労働省かどこかの調査でした

けれども、年金が５万円以下という人が結構

いるのですよね。そういうところにとっては

かなりきつい額だと思うのですよ。そういう

ふうになっていくだろうという、７期のとき

の計画の予想ですからね、あれですけれど

も、その辺のところはどうでしょうか。そう

いうふうに行きそうかどうかというのは、今

の段階で、３年たった段階で。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 今現在多分前回

の３年前に介護保険の次の金額を推計したと

きには、今回も次の来年からも５,７５０円

で行けるような設計ではなかったかなという

ふうに思うのですよね。町民の皆様が今多分

介護予防に励んでいただいたりとかしている

ということもございまして、介護に係る費用

が低くなっているということもありますの

で、田利さんがおっしゃった金額までは行か

ないのかなというふうに推計しております。

あと、低所得の、先ほど年金が５万円とか

ということもおっしゃっていましたけれど

も、所得の段階に応じて金額違いますので、

所得の低いというか、あまりない方につきま

しては、先ほど言った５,７５０円の半分近

くの金額を納めていただくとか、そういうよ

うな所得の段階に応じての金額となっており

ますので、御理解いただければと思います。

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 分かりました。

今の制度ができて２０年になるのですね。

サービスの利用者数ですとか、事業者数とい
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うのは伸びて、それなりにより多くの高齢者

の方がサービスを受けられるというか、そう

いう環境になってきたという点では介護保険

料の役割があったのだろうというふうに思い

ます。しかし反面、介護をめぐる厳しい現実

もあると、いろいろありますね。人材が足り

ないだとか、負担が大きいだとか、利用料が

大きいだとかというのはいろいろありますけ

れども、そういったことも否めないというふ

うに思うのですね。それで、身近なところで

いけば、私みたいな年代の人たちが年金だけ

では食べていけないという方がいらっしゃる

のが事実です。それから夫婦二人なら今のと

ころ何とかやっていけるのだけれども、もし

どっちかが先に亡くなって一人になったら、

一人の年金だけではやっていけないと、どう

したらいいだろうというのが、そういう声と

いうのは結構聞きます。男性、女性問わずで

すね。それが今の実態でないかと思うのです

よね。これまた難しい話でしょうけれども、

足寄町が幾つになっても安心して暮らせるま

ち、愛のあるまちというふうに理念として述

べてますよね。それを実現するのに、介護保

険料だけがどうこうというわけではないです

けれども、第８期計画の策定を進めていくと

きに、その理念の下にさらなる例えば基金を

繰り入れる、もちろんやっているのだと思う

のですけれども、可能な限り軽減だとか安く

できる方法があれば、あればというよりつけ

ていただきたいという思いがあるのですけれ

ども、その辺を町長のほうから最後にまとめ

でお答え頂いて終わりにしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 介護保険について

は、町からの繰入れだとかというのはなく

て、基本的になくて、その介護保険の保険料

だとかそういった、あと国からの補助金だと

か、そういったもので賄わなければならない

ということになっています。以前にも町から

繰入れできないのかというような話もちょっ

とあったこともあったのですけれども、なる

べく保険料を安く抑えることをするために町

からの繰入れだとかそういったことができな

いのかというようなことも以前にいろいろ議

論されたこともあるのですけれども、それは

やはりこの制度の中でできないということに

なっているということでありますので、やは

りその中でいけば、保険料の中で賄わなけれ

ばならないと。そうすると、介護サービスが

多くなればなるほど、そこにかかるお金が増

えるわけですから、それを保険料をそれぞれ

の方たちから頂いて、それで何とか賄わなけ

ればならないというようなことになりますの

で、やっぱりどうしてもサービスが増えれば

増えるほど負担は大きくなるというようなこ

とになるのかなというように思っています。

そういったこともありますので、やはりな

るべく介護予防ですとか、そういったものに

取り組みながら、介護サービスになるべくお

金がかからないような方法、そういうことを

進めることによってそれぞれの個人の負担が

少しでも減らせるような、そういったことを

取り組まなければならないのかなと。なるべ

く町民の人たちの負担を減らすためには、そ

ういうことを取り組まなければならないのか

なというように思います。

そういったことを今後どう進めていくのか

といった部分が、これからの課題にまたなっ

てくるのかなと思いますので、今後もまた介

護予防、そういったものに力を入れながら進

めていかなければならないかなということ

で、御理解いただければというように思って

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） いいですか。

これにて、５番田利正文君の一般質問を終

えます。

次に、３番進藤晴子君。

（３番進藤晴子君 登壇）

○３番（進藤晴子君） 議長のお許しを頂き

ましたので、一般質問通告書に従い、一般質

問させていただきます。

質問事項。

地域おこし協力隊について。
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２００９年に総務省が創設した地域おこし

協力隊は、都市地域から過疎地域に住民票を

異動し生活の拠点を移した者を、地方自治体

が地域おこし協力隊として委嘱。隊員はおお

むね１年以上３年以下地域に移住して、地域

ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の

地域おこしの支援や、農林水産業への従事、

住民の支援などの地域協力活動を行いなが

ら、その地域への定住・定着を図る取組で

す。

国が自治体に働きかけ、制度化し、前政権

からの地方創生政策とも符合している事業で

あり、特別交付税措置として、隊員の活動費

や隊員の起業や事業承継に対する経費、隊員

の募集に要する経費等とが国から支払われま

す。

現在は全国での受入れが、令和元年度には

１,０７１団体、隊員数は５,５０３人と増え

ています。国は令和６年度に８,０００人を

目標にしているようですが、増加に伴い、任

期途中の任務放棄や希望業務と派遣先で課せ

られる業務のミスマッチ、人間関係などのト

ラブルもあるようです。

コロナ禍で地方移住への関心が高まる中、

この国の制度をいかに上手に活用していく

か、足寄町の地域おこし協力隊の現状と課題

を踏まえ、以下の４点について伺います。

１、地域おこし協力隊員の現在までの受入

れ状況。

２、募集方法とその内容。

３、サポート体制。

４、町として、地域おこし協力隊に求める

ものは何か。

お願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の地域おこ

し協力隊についての一般質問にお答えしま

す。

１点目の現在までの受入れ状況についての

御質問ですが、平成２７年度から現在まで、

農業関係で１２名、商工観光関係で５名の合

計１７名を受入れしております。

２点目の募集方法とその内容についての御

質問ですが、町のホームページに募集広告を

掲載し、内容についてはそれぞれの部署にお

いて、協力隊としての活動内容、条件等を記

載して募集しております。

３点目のサポート体制についての御質問で

すが、それぞれの担当部署において随時協力

隊からの相談等を受けており、すぐに対応で

きる体制を取っております。

４点目の町として地域おこし協力隊に求め

るものは何かについての御質問ですが、観光

や農業の振興のため、足寄町や町の特産品を

全国に広めるためのＰＲ活動を行っていただ

くとともに、地域の課題等に新たな目線や手

法で向き合って、地域と一緒に課題解決に向

けた活動に取り組み、足寄町に定住していた

だくことを地域おこし協力隊に期待をしてお

りますので、御理解を賜りますようお願いを

申し上げ、進藤議員の一般質問に対する答弁

とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

３番。

○３番（進藤晴子君） 再質問させていただ

きます。

１番目の隊員の受入れ状況について、今御

答弁いただきましたが、１７名ですね。この

人数ですけれども、全国のちょっと今回調べ

させていただいたら、場所によって全然違う

らしく、４０名ほどのところもあるし、今回

足寄町は平成２７年度からということで、ま

だ６年ほどですか、ですが、もっと１０年ほ

どやっていらっしゃるところもありますし、

それは一概に言えないのですけれども、それ

ぞれの地域でかなり違うみたいです。募集方

法も違うみたいですけれども、隊員の受入れ

状況、その１７名のうち今現在の隊員は何名

いらっしゃるのか。それから、隊員を辞めら

れてから足寄に定住されている方は何人い

らっしゃるのか教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。
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現在協力隊として活動中の方は８名、その

うち農業関係が６名、商工観光関係が２名。

それと、残り９名という形で、実は１人の方

は任期中に退職されて既にもう町内から離れ

ております。あと１世帯２名については夫婦

なのですけれども、この方については足寄町

に在住しておりますけれども、就職という

か、就労場所というか、勤務している場所が

鹿追町で仕事をしております。あと残り６名

の方については、足寄町に移住していただ

き、活動先のところに就職をされた方が２

名、自治体職員として採用された方が１名、

民間企業に２名、あとは新規起業というか、

新規に自分で起業というかな、仕事を起こさ

れた方が１名ということで、全部で１７名と

いうことになっております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

全国的には定住された方は大体６割ぐらい

というふうに、どこかの、専修大学の教授が

論文を今年の１月に出されたものがありまし

て、地域おこし協力隊は地方創生につながる

のかということで、チームを組んで、これは

一つ目の論文で、その後も事業継承とかいろ

いろつなげて分析をしていくようでございま

す。多分これは国から言われているのか、よ

く分かりませんが。その中にも書いてありま

したが、大体６割というふうなことなので、

足寄町としても割合としては別に悪くはない

のかなという気はいたしますが、その１人退

職されたと、任期途中で退職をされたという

方はどういった理由で退職されたのか教えて

ください。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

いろいろとうちのほうもその協力隊とは話

合い、その方はイチゴの栽培ということで協

力隊に従事されておりました。

なかなかそこのうちは、本来はそこで研修

しながら将来というかな、足寄で定住する目

的で来られていたのですけれども、やはりそ

こは仕事の内容等含めて、やはりちょっとそ

ことのコミュニケーションというか、そう

いったことがうまくいかなくて、やはり

ちょっと自分として不向きなのかなというこ

とをいろいろな形の中で相談しながら、最終

的には退職していったということにつながっ

ていったのかなと。ですから、やはり全てが

全部マッチングできるかというか、そういう

ことにはなってほしいのですけれども、やは

り協力隊として仕事に従事していく中には、

やはり向き不向きというのがやはりあって、

そこで自分で判断した結果、辞めて退職され

たというふうな形でなっております。という

ことで御理解いただければと思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

やはり自分の知らない土地に来て、いろい

ろなその事業を、そこに入ると分かって来て

いても、そこに中に入っていけばいろいろと

不具合が出てくるということで捉えました。

それに追加してですけれども、そういうト

ラブル、１人しか退職をしてないということ

はすごいなと私は思うのですけれども、今い

らっしゃる方でも退職されて定住されている

方でもいいのですが、今までそういったトラ

ブルはなかったでしょうか。

私も先ほど田利委員がおっしゃってました

が、私も１３年です、足寄に参りまして。来

たときに大変やっぱり困惑した部分がござい

ま。ほんのちょっとしたことです。足寄町の

ごみの出し方、ごみの分別が非常に難しいと

いう話は私は大樹から来て、大樹とはまた全

然違ったのですけれども、そんなこと大した

ことないだろうと男の方たちは思うかもしれ

ませんが、出したごみが全部だめというふう

に言われて、ちょっと裏の方が全部教えてい

ただいたのですけれども、そのときは埋立て

まだありましたね。埋立てごみを全部出され

て、もう一回分別して、大変恥ずかしい思い
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をいたしました。それで、もうやっていける

のかなと、本当に真剣に悩んだ時期がござい

ましたが、やっぱり１３年こうしてやってお

りますが、そういうことだとか、あと何かほ

かの町では交通事故とかそういうこともあ

る、なぜなら私も冬道が大変最初怖くて、も

ういろいろな方に聞いて、ブレーキの踏み方

だとか、そういうことも勉強しながらやって

きた経緯がございますが、そういったこうい

う冬の寒いときに慣れていない、そういう交

通事故であるとか、そういうことはなかった

か、あとイベント中の事故であるとか、そう

いうことはなかったかどうか、ちょっと教え

てください。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

いわゆる３点目の質問につながっていくの

かなと、サポート体制という位置づけになっ

てくるのかなということで、ちょっとお話を

させていただきたいのですけれども、全くな

いかといったら、これ多分うそになるのでな

いかと思っております。

うちらのほうとしては、やはりまず最初に

仕事の関係、従事していて何か困ったことが

ないかいと、何か悩んでいることないかいと

いう話をしていく中で問題解決をしたり、い

ろいろと徐々に徐々に協力隊と、やはり最初

は初対面ということもありますので、なかな

か溶け込めない部分もあるのですけれども、

やはり仕事のことを関係をお話ししながら

徐々に徐々にコミュニケーションを取ってい

く中で、やはりそういった仕事、例えばイチ

ゴであればハウスの中で作業をしていくの

で、夏だったら高温でもう汗びっちょりかい

て、ああという感じという話だとか、やはり

そういったことを聞いたり、あとだんだんだ

んだんと話ししていく間に、正直言って世間

話ではないけれども、身内話みたいな話に相

談に乗ったりとかする中で、いろいろな協力

隊の悩みだとか思っていることを聞きながら

対応していっているよというような状況で、

あと事故等とかそういったものは正直言って

交通事故だとか、車ひっくり返したとか、そ

ういったことはありません。ただ、ちょっと

イベント中に、昨年かな、イベントの片づけ

作業中に突風でテントがちょっと飛んできた

というか倒れて、それでちょっと頭部に

ちょっと切ったとか、そういうことは１件ご

ざいます。

みんなそれぞれその部署の担当次長含め

て、きちんと協力隊のフォローアップも含め

ながら進めていっているという状況でありま

すので、御理解いただければと思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

特に表立ったことはサポート体制が十分で

あるので、ないということに捉えました。

次に、募集方法のことでお伺いします。

ホームページのほうで公募をして応募して

いるというような、先ほどの答弁でございま

したが、この公募で積極的な応募方法ではな

いように私は感じるのですけれども、本当に

足寄町に行きたいという人が自分から手を挙

げて来ますか、これで。そこはちょっと不思

議なのですけれども、お願いします。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 最初の取っかか

りというのが農業関係に従事する方だとか、

観光振興につながる方をやっぱり募集してい

こうということで案内を、必要な条件含めて

記載していっております。その中で何人かは

問合せで、どういうことを、内容は本当にど

ういう内容なのとか、ちょっと細かい部分ま

で聞いてくる問合せはありますけれども、最

終的には現在協力隊として従事している方の

採用させていただいているという内容なの

で、ホームページの内容が具体的に見やすく

分かりやすく、全国の方に見て判断していた

だけるような材料かということについては、

私たちのほうの各部署で発信している内容で

は理解できるのですけれども、それを見て何
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だこれという人も中にはいるかなというふう

に思っております。

きちんと答えられたかどうか、ちょっと疑

問に残るのですけれども、そういう形でホー

ムページは記載させていただいているような

状況でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 私が知りたかったの

は、どの部署がどのような形で公募なら公

募、いろいろな形で応募をして、足寄町に来

るまでの間に、公募ここに出ました、問合せ

がありました、電話でではどうぞというわけ

にはいかないと思うのですよね。電話でまず

は問合せが来るでしょう。その後、やはり足

寄を見ないと、絶対住めないと思うわけで

す。そういう面接であるとか、足寄町の案内

であるとか、その人一人が足寄町に定住する

までのその流れをちょっと教えていただいて

いいですか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

まず最初に、例えば農業従事者として協力

隊が必要だということで、その担当部署と協

議して、どういったことをするかということ

になれば、うちで言えば６次化産業に伴う協

力隊を求めますよということを条件だとか、

あとは勤務労働条件だとか、いろいろな条件

を起案して、それで決裁受けてホームページ

に記載します。記載します、記載したらやっ

ぱり期日がありますので、期日以内に履歴書

だとか、その方が、申込み用紙の中にはなぜ

足寄町に協力隊として来たいかという、そう

いう思い、そしてこういうことをしたいよと

いう思い、あとは持っている資格だとか、そ

ういったものが記載する用紙があります。そ

れが送られてきて、そしてそれを内部でまず

一次審査という形の中で見させていただい

て、それをもって１名であれば１名の方を、

次今度面接日を決めさせて、面接するに当

たって本人と連絡調整して日にちを決めて、

そして面接をいたします。面接のときには通

常、面接官からのいろいろな思いだとか任期

中どうするのか、足寄に来たことがあるのだ

とか、細かいというか、時間に限りはありま

すけれども、そういうことを話して面接を終

えて、そして採用決定をすると。採用の可否

をそこでもんで、基本的には採用するよとい

うことになれば本人に通知して、一度一回来

てもらいながら、もうちょっと細かく話し合

うときもあったり、あと本人がもうちょっと

余裕があって休むというかな、それでちょっ

と足寄町を見て回りたいというのであれば、

見て回って、またもとの職場にというか、も

との勤務先というか、もとにいたところの住

所に戻ったりということで、最終的には何月

何日から来ていただきたいよということに

なったら、そこで今度うちはその前に住宅の

確保だとか、いろいろなことを相談して、そ

して引っ越ししてきていただくと。それが一

つの流れになっているような状況でございま

す。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

最終的に面接まで、第二次審査ですか、そ

の面接まで行って、最終的にはどなたが決定

されるわけですか。決定権はどなたが持って

いるのでしょう。

それと、面接をするに当たって、おいでい

ただく、全国から来る交通費は全部支払われ

ますか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 二次面接の最終

決定については副町長になっております。

交通費については、自己負担となっており

ます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

自己負担ですね。では、全国から来るのは

なかなか大変ですね、北海道までね。分かり

ました。
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もう一つ、募集方法のところで調べていく

うちに、これは経済産業省とそれから事業引

継ぎセンターというのが、平成２８年度まで

に各都道府県、４７都道府県に最終的に設置

をしまして、北海道は札幌にございます。そ

の経産省の事業引継ぎセンターと、この地域

おこし協力隊は総務省でございますので、総

務省の地域おこし協力隊の連携が始まってお

ります。幾つかもうそこで契約取りまとめら

れたというような話も聞いておりますが、こ

の辺の引継ぎセンターを足寄町として利用さ

れたことはありますか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

そういうセンター等の部分についてのつな

がりというかな、連携は取っておりません。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

では、次のサポート体制に移らせていただ

きます。

配置する場所によって、担当する部署がサ

ポートしているというふうに捉えてよろしい

でしょうか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えします。

そのとおり担当部署のほうで対応しており

ます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 国から補助が出てお

りますので、国への活動報告というのはある

のかなと普通に考えると思いますが、その辺

の事務的なことは隊員がされているのか、そ

れとも行政がされているのか、どうでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 地域おこし協力隊

の財源が特別交付税でございまして、それは

総務課の財政のほうから今年度何人雇って、

幾らのお金を予算化して決算額が幾らだと、

このようなことをしているということで提出

をしまして、それが特別交付税としてお金が

３月に入ってきます。

そのほかの活動報告というのは、地域おこ

し協力隊のいろいろな発表会とか研修会と

か、あと東京には地域おこし協力隊を束ねて

いるというか、いろいろ情報交換を行ってい

る地域活性化センターとかそういうものがご

ざいますので、そういうところでたまに研修

会とかそういうことはやります。そして情報

交換がありますけれども、それは義務的なも

のではなくて、義務となっているのは特別交

付税の報告だけでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 報告義務という、そ

ういうものはないということですね。分かり

ました。

サポート体制の中で、先ほど担当部署がい

ろいろとお話を伺ったりとかという話をして

おりました。そうなのでしょうが、町民とし

ては、私自身もあんまりよく分からなかった

のですよね。商工会であるとか、そういう団

体に入っていらっしゃる方は分かるのですけ

れども、どういう方がどのような地域で活動

されているのか、その辺のことがちょっと町

民に対して広報がちょっと不十分ではないか

というようなところがございましたが、その

辺のことはどう考えていらっしゃいますか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 地域おこし協力

隊の活動内容が町民にどのように周知されて

いるかということとなると、全部が全部では

ないのですけれども、部分的には広報に隊員

を乗せている場合もありますし、あと原課、

部署でイベントだとかそういった、今年は

ちょっとできなかったのですけれども、昨年

度でいけば、イベントに参加していただい

て、各活動をしている商品だとか、そういっ

たＰＲだとか、そういうのも含めて参加して

いただきながら、町民と接する場面だとか、

そういったことを築いているのですけれど

も、やはりそこでは、改めてこの人地域おこ

し協力隊でこういうことをやっているという
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ような、そういった独自的なＰＲについては

やはり周知していない、している状況ではな

いかなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） あまり積極的には広

報はしていないというふうに捉えてよろしい

でしょうか。

国の事業でお金が下りてくるということ

で、私たちの一般財源から出ているわけでは

ないというのがやはりちょっと根本にあるの

かなというふうに私には思ってしまうのです

けれども、これは応募方法のその辺のことも

あるのですが、これは民間、一般社団法人の

びびっどさんも移住対策のことをしていて、

町のほうからも支援していただいていると思

いますが、その募集方法というか、連れてく

るというか、その方法が独特な町なかでも何

回も来てもらって、そして食事も一緒にし、

そしてそういうところで町民と交流する場所

も今まであったわけですね。たまたま私数年

前に会ったときに、お食事されてあるお店に

行ったときに一緒になりまして、実はこの方

バイオリニストなのだよと、もし十勝で教室

も開きたいと言っているんだというような、

そういうような方たちがいっぱい集まってい

て、そうなんだということでそこにいらっ

しゃった町民と意見交換したりとか、十勝管

内でもし教室を開くとするとどうなのだろ

う、帯広辺りどうなのだと、そういうような

たわいないではないですけれども、そういう

情報交換もしながら、その方多分来てないと

は思うのですけれども、そういうのもしなが

ら移住対策をしているというのがびびっどさ

んのやり方みたいなのですけれども、それを

私は行政に求めても仕方がないとは思うので

すが、少し熱のかけ方というか、地域おこし

協力隊に対するあれがちょっと関心が薄いの

かなという気はしないでもないのですが、積

極的に足寄町に来てもらいたいという、そう

いうお気持ちはありますか、そのサポートも

含めてですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 地域おこし協力隊の

関係でございますけれども、こういう制度で

ありますから、基本的に財源は国で一定程度

見てくれる部分もあって、ぜひこの制度は活

用できるものであればぜひ活用しながら、足

寄町に人が定住する、それから足寄町にない

ようなものを、例えば持ってきてもらえるだ

とか、いろいろな活用の仕方というのがある

のかなというように思っています。そういっ

た部分で、非常に人が定住してくれるという

部分もありますし、それからいろいろな部分

で人手不足の部分だとかの解消だとかにもつ

ながってくるといった部分もありますし、そ

ういったことでいくと、積極的にという部分

はなかなかない部分というのはちょっとある

のですけれども、これを活用しながら多くの

人を来ていただきたいなというところは感じ

ています。考えています。

積極的という部分でいくと、やはりどうい

うものでどういう仕事に、例えば来てもらい

たいだとか、そういったものがやっぱりきち

んとある程度明確にしておかないと呼べない

というか、来てもらうにも何でもいいから来

てちょうだいというのはなかなかそれは難し

い部分があって、例えばコンピューター関係

が非常に強くて、例えばＳＮＳですか、そう

いったようなものの発信がもうすごく堪能で

できるような人だとか、地域の特産品を開発

してくれるような人だとか、何かそういうよ

うなやっぱりある程度の、何といいますか、

こういう仕事に就いてくれるような人来てく

れないかなというようなものがやっぱりある

程度表に出さないと、なかなか積極的にＰＲ

というか、募集をしていけないという部分も

あってあまり大きくは出していない、どちら

かというとちょっと消極的といえば消極的な

のかもしれませんけれども、そういう形の中

で今まで、そうは言いつつも結構な、全体で

は１７名でしたか、１７名ぐらいの方に来て

いただいて活動していただいて、そしてうま

くいけば皆さんが足寄町に定着をしていただ
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けるというようなことになっているのかなと

いうふうに思っています。

今後もいろいろな形で、こういう地域おこ

し協力隊だとかというのを活用しながら、ど

んな形で募集ができるかはちょっとまだ今の

ところはっきり分かりませんけれども、来て

いただける方がいれば、ぜひ足寄で活動して

いただきたいなと考えているところでありま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

今募集方法でこういう方に来てもらいたい

とか、昔はこの地域おこし協力隊が２００９

年に始まる前は、違う名前のいろいろな形の

協力隊の体制が日本全国であったというふう

に聞いています。それはやはり地元がこうい

う人来てというのをはっきり示して、そして

交渉しながら来たということがありますが、

この２００９年のこの制度ができてから、逆

にそういうのが少し薄れて、人数で採ってし

まったり、そういうところでトラブルが起

こっている、ミスマッチが起こっているとい

う話も聞いております。この制度をよくも使

うも悪く使うも使い方次第というふうに私思

いますが、その中で、足寄に見えている方で

スキルを持っていらっしゃる方いらっしゃい

ますね。例えばお菓子作りであるとか、すば

らいと私思うのですね。足寄にどうして来て

くれたのだろうというところもお伺いしたい

なといつも思っているのですけれども、この

スキルを持っている人と持っていない人、報

酬は全く一緒ですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

基本的には先ほど言っていた特別交付税の

枠内でというように考えています。その枠内

でいくと、非常に月額で言ったら、金額的に

言ったら２０万円弱ぐらいの金額となってい

ます。人によってはその中でも全然大丈夫で

すよと、それだけもらえれば十分ですよと

言っていただける方もいますし、やっぱりあ

る程度もう少しないと来れないなという人も

いらっしゃいます。ですから、町としては基

本的には特別交付税の枠内でできればなとい

うように思っていますけれども、そうでない

部分については、例えば農協さんのチーズ作

りだとか、そういった部分でいくと、多少農

協さんとも話をしながら、農協さんから少し

お金を出してもらったりだとか、そういった

形の中で一定の金額を出せるような仕組みづ

くりをつくりながらお願いをしているという

ことで、人それぞれ協力隊の方、基本はそう

いうことで特別交付税の内で、場合によって

そのスキルを持っていたりだとか、それから

いろいろな事情もあってだとかという部分

で、どうしてもぜひ来てほしいなとかという

思えるような人だとかという部分では、少し

金額が違ったりだとかとしている部分もあり

ますけれども、そういう形で、町の負担とし

てはそういうことでやらせていただいている

ということであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

上乗せという意味では、先ほどのスキルの

ある方、兼業や副業のそういうサポートはど

のうようにされていますか。結構難しいので

はないかと思うのですけれども、時間で区

切って、ここからここは兼業、その辺のやり

くりとか、その辺のことをお聞かせ願えます

か。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 基本的には町の今会

計年度任用職員ということで採用させていた

だいております。去年までは嘱託職員という

形で採用させていただいていたのですが、今

年から制度がちょっと変わって、会計年度任

用職員に一本化されたものですから、そうい

う形で採用させていただいています。ですの

で、基本的には町の勤務時間となります。勤

務時間の中で仕事をしていただいて、あと例

えばチーズ工場であったりとか、それからイ
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チゴ農園だとか、そういったところでちょっ

と時間が多少ずれる場合もありますけれど

も、基本的にはそういう労働時間で働いてい

ただいています。

それ以外の部分、自分の自由な時間、自由

に使える時間、そういった部分では副業とい

いますか、自分のやりたいことですとか、自

分の今持っているスキルをもっと伸ばしたい

だとか、そういったものをやっていただく時

間で活用していただくというような形にして

おります。

ですから、一定程度時間の制約はあります

けれども、それ以外のところは自由に使って

いただいて、いろいろな形で活動をしていた

だくということで考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

やはり何となく来てしまったという人は続

かないですね。やはりスキルを持っている

人、足寄で何かやりたい、自分のスキルを生

かしたい、あとは何をしたいか明確になって

いる方、やはりこういう方でなければなかな

か労働力になってしまって、足寄去っていく

のかなというふうに、普通に考えてもそう思

います。

では、どうしたら定住につながるのかなと

いうところで、ちょっと本の中で大分県竹田

市の取組なのですが、ここに後藤さんという

方がいらっしゃいまして、この方はもちろん

そこの職員でございます。職員なのですけれ

ども、いろいろな地域セミナーに出て、地域

おこし協力隊、移住関係のオンラインセミ

ナーであるとか、今活発にやっていらっしゃ

る方でして、ちょっと記事が載っていました

ので、ここに「同市は」、この竹田市です

ね、「今年４月から移住コンシェルジュや集

落支援員を配置した中間支援組織を立ち上げ

た」というのが一文が載っていたので、行政

でもこういうことができるのだと思って、

ちょっとお電話して聞いてみたのです。そう

したらば、地域おこし協力隊を支援していく

というのは、行政にはとても大変なのだと、

なぜかというと、中でどうしても異動があ

る。丸３年間その人に担当者がついてやると

いうことはほぼもうできない、なのでやはり

組織を立ち上げた。でも聞いたらば、やっぱ

り一般社団法人、うちで足寄で言うならばび

びっどさんのようなところで人数も１０人ぐ

らいでやって、立ち上げて、そして僕は今観

光産業のほうに行っているというようなお話

をしておりました。

なので、そういう行政でその地域おこし協

力隊を面倒見ると変な言い方ですけれども、

サポートしていくところで難しいところはご

ざいますか、今私の言った以外のことで。

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） やはりそれぞれ来ら

れる方、それぞれの思いがあって来られます

ので、一人一人同じ対応ということにはなか

なかならないのかなというように思っていま

す。そういった部分では、なかなか一人一人

にきちんと対応していかなければならないと

いう、そういう難しさだとかというのはあり

ますし、それからやっていく仕事の中身もそ

れぞれ違いますので、その人たちの悩みを聞

くというのもなかなかこれ大変なことなのか

なというように思っています。

そういった意味で、今お話あったように、

役場の職員も異動がありますから、ずっと３

年間たまたま同じ、一緒に過ごすことができ

る人もいれば、部署が変わればその人に、今

まで一緒にいろいろと悩み聞いていたけれど

も聞けないだとかということも、やっぱり出

てくるのかなというようには思っています。

ですから、なかなか３年間をきちんと定住す

るまで、来られてから３年間活動して定住す

るまでの間ずっと一緒に一貫して面倒見ると

いう言い方、サポートするということが、役

場の組織の中ではなかなか、きちんとできる

人とできない人がいるという部分での大変さ

というのはあるのかなというようには思って

おります。

以上でございます。
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○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 分かりました。

町のメリットとしても、この地域おこし協

力隊活性化したり、地域の活性化も図れる

し、定住につながれば人口の減少にも歯止め

がかかるし、そして先ほどおっしゃってまし

た発信力ですね、若い方の。最近の若い人た

ちはＳＮＳでどんどん発信しておりますし、

この間ちょうど１か月ぐらい前に、ドット道

東という雑誌がございます。その雑誌の編集

長がこの間グランプリを取った。道東の、こ

こでこういうお店をやっているとか、産業で

あるとか、そういうことではなしに、人とな

りに視点を当てて、そしてそれを編集してい

くという、ちょっと変わった、私もまだ読ん

ではいないのですが、それが表彰を受けたと

いうことでＮＨＫでやっておりました。たま

たま出た写真が足寄の方たちだったのです

ね。先ほどのチーズの本間さんであるとか、

多分あの画面は本間さんの受賞したときのみ

んなでお祝いをしている、その写真がとって

もいい写真が出ていたのです。もう急いでそ

こに出ていた人にお電話をしまして、よく撮

れているわというお話をしたらば、そこの編

集長も足寄にたびたび足を運んできていただ

いているのですと、こんな小さなまちでもい

ろいろな方たちが、交流次第によってはいろ

いろな人たちが来るのだというのをつくづく

思いまして、若い方たちのその発信力、もう

フェイスブックでもどんどんどんどん発信し

ていきますので、その力を私たちもやっぱり

受けたいなと思うわけです。それで今日はこ

の質問をさせていただいているわけですけれ

ども、ただし行政が地域おこし協力隊を受け

入れるとなると、今までも話してましたが、

人の問題ですね。やっぱり人数が増えてくる

と、人をやっぱりトレーニングする、その人

一人をこのまちに住んでもらって、慣れて住

んでもらってトレーニングして定住を図って

いくというのは大変なことではないかと、本

当もう何回も言いますが、大変だと思いま

す。

そこで、私最初勘違いしておりまして、移

住のことに関してはびびっどさんがやってい

るというのはもちろん知っていたのですけれ

ども、私地域おこし協力隊も、先ほど言いま

した縁があってお話をしたということで、び

びっどさんが委託をされていると思っていた

のですが、そんなことしてないよと言われま

して、では行政がやっているのだと、それは

大変だなと思って今回の質問につながったわ

けですけれども、これはびびっどさんとかそ

ういう民間に委託をするということはできな

いのでしょうか。考えていませんか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 先ほども言いました

ように、会計年度任用職員ということで地域

おこし協力隊の採用をしているという形に

なっております。その後いろいろなところに

行って、町の仕事をやっている人もいれば、

いろいろなところで仕事をされているという

形になっておりまして、その方たちの基本的

にはやはり町の会計年度任用職員ということ

ですので、町がまずは主体になってやらなけ

ればならないのかなというように考えている

ところであります。

ただ、その後のサポート体制だとか、そう

いった部分というのはちょっとはっきり分か

りませんけれども、町でなければだめなのか

どうなのかといった部分、ちょっとはっきり

今分かりませんけれども、そういった部分な

ども含めて、採用はいずれにしても町がやら

なければなりませんけれども、その後の体制

というのはどうなのかなというようなところ

は今後ちょっと調査なり研究なりさせていた

だきたいなというように思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

す。

ぜひいろいろな策を練っていただいて、若

い有能な方たちを足寄に連れてきていただき

たいと思うのですが、地域おこし協力隊のこ

と調べていくうちに、まず足寄の事業承継の
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問題というのがあります。つい１週間か２週

間前にあさの食堂さんが閉店されました。も

ちろんやめるという話は知ってまして、建物

も古いのでそれっきりという話もしていたの

で分かっていたのですけれども、でもあそこ

のお店にはお客さんがついているという言い

方ちょっとおかしいのですけれども、たくさ

んいらっしゃるのですよね。やめてしまって

も、ものがあれば食べさせてくれと来るぐら

いの食堂さんなので、とてもそれはもったい

ないなと。これはあさのさんだけではなく、

温泉もそうですね。後継者がいない温泉、芽

登であるとか、野中温泉であるとか、いろい

ろなところ、あと小さなお店、もう事業を引

き継いでいくということは商工会も頭を悩ま

せております。そこにこの地域おこし協力

隊、これを制度を使えないかということなの

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 事業承継の話はもう

商工会の方からもお聞きをしていて、今の商

工会の今の課題というのは、やっぱり事業承

継だよというようなことをお聞きいたしまし

た。実際に後継者が、事業自体がうまくいっ

ていないとかではなくて、事業はきちんと

やっているのだけれどもその後後継者がいな

いということで、自分の代で終わらざるを得

ないかなと考えているような人だとか、そう

いった方もいらっしゃるということで、でき

ればそういう方たちのその後、では次誰がや

るのかといった部分、やらないで結局後継者

がいなくて終わってしまうのかと、店を閉め

なければならないのかというところで終わっ

てしまうのか。その後次に誰かがその仕事を

そのまま引き継いでいくだとか、そういった

ようなことがこれからの課題だというような

ことをお聞きしていたところであります。

そういった部分では、先ほどのお話あった

ように、あさの食堂さんもやめられたという

ことをお聞きしました。本当に足寄町の老舗

のラーメン屋さんというのか、非常に松山千

春もよく食べに来ていたということで、観光

客の方からも足寄に行ったらあさのラーメン

屋さんでラーメン食べただとかというような

話なども聞きますので、非常に閉店されたと

いうのを聞いてもったいない、もったいない

というか残念だなというように感じていたと

ころであります。

ですから、やっぱりそういうお店を、その

味を少しでも残すようなことができないかな

と、そういったところというのはやっぱりこ

れからの、いろいろな意味で足寄町にとって

の課題なのかなというように思っています。

そういうところに、例えば地域おこし協力

隊が活用できないかだとかといった部分につ

いても、すぐにできるかどうかというのは分

からないですけれども、例えばたまたまテレ

ビか何かで見たのですけれども、そこに一緒

に高齢の経営者の方のところに入って、仕事

を教えてもらいながらずっと何年かやってい

ると、最終的にはその人から引き継ぐみたい

なような話みたいなのが、これ地域おこし協

力隊ではないのかもしれないのですけれど

も、そんなことがあって、できればそういう

形では若い人たちが入ってきてその店のノウ

ハウを教えてもらいながら、そこでその店を

そのまま引き継ぐのか、また自分が新たに新

たな店を持つのかというようなことなども、

これはできることだったら足寄町にとっては

非常にとても有効なお話なのかなというよう

に思っているところであります。

地域おこし協力隊の中でそういうことがで

きるかどうかというのは、まだまだ研究しな

ければならない部分ありますけれども、地域

の中に入って定住していただく、そういった

ことでいくと中身的には、話の中身的には

合っている、本来のそういう活動の中身にも

なってくるのかなという気もしますので、今

後またいろいろな機関と相談をしながら進め

させていただければというように思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） そうですね。事業を

引き継ぐというのは大変で、やっぱりやりた
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いといっても、はい、チェンジというわけに

はいかないわけですね。３年間というのはな

かなかいいスパンではないかなと、期間では

ないかなと私思うのです。１年かけてまちに

慣れ、生活をできるように、こここんな寒い

ところでも私暮らしていけるわという自信を

持って仕事も覚えて、あとは事業計画立て

て、では起業する、そこを引き継ぐというの

は３年間はなかなかいいのではないかなとい

うのは思うので、ぜひぜひ進めていっていた

だきたいのと、本当にこれには行政もそうで

すけれども、行政といろいろなコーディネー

ターが私はやっぱり必要だというふうに、こ

こでは私の意見ではなくみんなそう思ってい

て、日本全国で思っているみたいですけれど

も、コーディネーターがやっぱり必要である

というふうに考えますので、それを民間のび

びっどにするのか、どこにするのか、それは

町のやりようだと思いますので、ぜひしっか

りと人が定着できるようにしていっていただ

きたいなと思うわけです。

サポート体制で一つだけちょっと気になっ

たこと、これを確認させていただきたいと思

います。

先ほどの大学の先生の論文の中に、要は本

人たちがどう思っているのか、まちの人がど

う思っているのか、簡単に言いますと。アン

ケートを取ったと。これは朝日新聞２０１９

年３月１５日の朝日新聞に載っていたという

ことで、元協力隊員から行政への要望という

ことで、住民が何を求めているかをもっと掘

り下げてほしい。また、隊員を受け入れてか

らの変化を住民に聞き取って、住民の評価を

私たち自分たちはもらいたい、そういう思い

があるということで、これはなぜかという

と、自分自身も振り返っても思うのですが、

ここにまた違った地域に住んでそこで生活し

ていくとなると、自分がそこにいる存在意義

ですか、難しい言葉で言うと。何も誰にも期

待されていなかったら、たとえ報酬もらって

も住み続けるのには困難です、身内も誰もい

ないところで。私はここに立っているのもそ

ういう意味です。足寄町で自分が生きてい

く、これから先生きていくためには何をしよ

うかということで私は議員になりました。そ

ういうところをくみ取っていただいて、どう

ぞ協力隊員の要望、どういうことを思ってい

るのかということをぜひアンケートを取って

いただいて分析というのをしたらいいのかな

と、もししていたらすみません、やってい

らっしゃいますか。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えします。

協力隊の方からのアンケートについては特

に取ってはおりません。ただし、うちでいけ

ば農業支援に従事している人だとか観光振興

だとか、そういった形が正直言ってうちの経

済課に協力隊は現在８名おります。その方々

の意見だとか聞きながらとか、あとはイベン

トに参加する、いろいろな町内の催事があれ

ばそこにも出向くという形の中で、幅広く自

分をＰＲできる場もあるということもあるだ

ろうし、月に１回うちのほうはやっぱり実績

というか、活動報告をきちんと受けていただ

いております。その中でどういった業務を

やっているかとか、そういった内容もチェッ

クしながらとか進めていったり、経済課と一

緒になって、今年ちょっとできなかったけれ

ども、宴会というか飲みニケーションみたい

な形の中できちんとお話をしながら進めて

いっているということもあります。

町民の、自分の存在だとか、先ほど言われ

た本当に本州というか東京とか香川県から来

た、ぽつんとこちらに来るわけだから全然知

らないところからぽんと来る方なので、それ

に対する不安というのはやっぱり持っている

し、そういったものをなるべく与えないよう

に、町民との触れ合いだとかそういったもの

も含めながら、その方の位置づけをしっかり

見ながらサポート体制に努めていってまいり

たいなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ぜひ気持ちをくみ込
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んで、お話の中で取れる部分もあるし、そう

いうアンケートでなければ書けない部分も

やっぱりあると思いますので、そこそこ分析

をしていって次回につなげていけたらいいの

ではないかなというふうに思いますのでお願

いいたします。

地域おこし協力隊ですけれども、大変プ

レッシャーもあるかと思います。そういうプ

レッシャーに負ける人もいる、何かしてもら

えるのではないか。先ほど町民にどんどんア

ピールしてというような感じで私言いました

けれども、それが逆手になって、逆になっ

て、何かやらないといけないのではないか

と、すごくそれがプレッシャーになっている

人も多いというように思っております。私た

ちも名前が地域おこし協力隊なので何かやっ

てくれるのではないかというふうに思う部分

もあるかと思いますけれども、長年ここにい

ても何もできなかったのに、ぱっと来た人が

できるはずもなく、それは本当サポート、協

力者であって、やっぱり地域おこしの主体は

地域であって私たち町民であるということを

私たちは忘れてはいけないかなと、受け入れ

る側としてというふうに私は今回調べている

うちに思いました。

今コロナ禍で今回これもちょっと、もう

ちょっと後に質問したほうがいいかなと思っ

たのですけれども、交流も何もできない、人

も呼べない状況なので、ですが、先ほど大分

県の竹田市の後藤さんにお電話をしたとき

に、ここはもう随分前からやっているのです

よね、地域おこし協力隊を受け入れているの

ですけれども、２０１１年の震災ですね、そ

の後にかなりの人が入ってきたと。それはも

う入らざるを得なかった、受けざるを得な

かったというところが正直なところなので

しょうけれども、何か災害が起こったら人は

動くと、今だと思うのですね。今コロナが

あって地域にやはり目が向いている。足寄町

にあってもインターネットであり光回線もも

うつながるようになった。今まで田舎に行っ

てみたい、住んでみたいと思っても、子供の

いる方、都会にいる方やはり教育問題に関し

てもすごく心配になります、私もそうでし

た。そんな田舎に行って勉強はできるかと。

今は違いますね。帯広でも何でも大きなそう

いう塾などはもうオンラインは始まりまし

た。どこでもやはり同じような教育が受けら

れる世の中になってくるということなのです

ね。そうすると、地域にもやはり目がどんど

ん行くと思います。

今、そういう人たちを受け入れる体制を少

しずつ取っていくことが、やはり足寄町とし

て大事なのではないかなというふうに私は思

うのですけれども、町長いかがでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 今のコロナのときに

やはり３密を避けるべきだとか、人と人との

距離を取るべきだとかというようなことで言

われていて、都会の中でも別にそこではなく

ても、例えばパソコンがきちんと使えるので

あればほかでも仕事ができるとかいうような

ことなどもあったりとかして、今東京から、

今まで東京にいた人が東京からどこか引っ越

して、それでもきちんと仕事ができるだとか

というような、そういうことで、東京は少し

人口が少し東京から流出しているだとかとい

うようなことが新聞などにも載っております

けれども、そういう時代でありますから、や

はり一定の条件が整っているようなところに

は人が流れていって、流れていってもそこで

きちんと仕事ができるというような時代に

なってくるのかなと思いますし、コロナ後ど

うなっていくのかといった部分は、やっぱり

これからそういう東京でなくても仕事ができ

ますよといった時代になるのでないかなとい

うように思っています。

そういった意味で、足寄町でも光ファイ

バーの整備だとか、それだけではないですけ

れども、そういう整備などもしながら足寄町

のどこにいても高速のインターネットが使え

るだとか、そういう環境を整えてきていると

ころでありまして、その中で足寄町に来ても

十分に東京にいなくても仕事ができるという
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ような形にやっぱりなっていくのではないか

というように思っていますし、これはほかの

町でもやっぱりそういうことはみんな今考え

ている時期なのかなというように思っていま

す。

ですから、なかなか足寄町として、では具

体的にこんなことがやれるかというのは

ちょっとまだ今のところはっきり私の中で分

からない部分ありますけれども、そういう時

代にはなっていくだろうというようには思っ

ていますので、その中で足寄町として何がで

きるのかというのはやっぱり今後検討してい

かなければならない部分なのかなというふう

に思っているところであります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ぜひ地域おこし協力

隊の、今の時代だからこそ最大限にこの制度

を活用していっていただいて、できればコー

ディネーターも考えていただきたい。そして

そういうコーディネーターを扱うようになっ

てもそれだけではなくて、行政とコーディ

ネーター、地域おこし協力隊、そして町民皆

さんがパートナーとなってまちをつくってい

く、そういう足寄町にしていっていただきた

いなというふうに私は切に思います。

最後ですけれども、地域おこし協力隊の経

費は特別交付税で入ってきていますが、これ

はもともとは皆さん私たちの税金でございま

す。ですから、もっとシビアにきっちりと先

ほど分析と言いましたけれども、そういうと

ころも含めてやっていって、よりよい制度に

していっていただきたいなというふうに思い

まして、一般質問を終わります。ありがとう

ございました。

○議長（吉田敏男君） これにて、３番進藤

晴子君の一般質問を終えます。

ここで、暫時休憩をいたします。

３時１０分スタートといたします。

午後 ２時５６分 休憩

午後 ３時１０分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

一般質問を続けます。

次に、９番髙橋秀樹君。

（９番髙橋秀樹君 登壇）

○９番（髙橋秀樹君） 議長のお許しを得ま

したので、一般質問通告書に基づき一般質問

をさせていただきます。

コロナ禍における足寄町のＩＴ、ＩＣＴ戦

略について。

１１月に入り北海道では新型コロナウイル

スが猛威を振るっております。当町において

もいつ感染者が出てもおかしくない状況であ

り、予防の徹底が防災無線を通じメッセージ

で流されておりますが、ホームページの情報

の発信も重要なツールであると考えておりま

す。

当町は光カバー率が８０％でありますが、

農村部にも整備を行うというプロジェクトが

動いているところであります。まずはハード

がしっかりと整備されることが重要であり、

町民全員が情報共有できる環境基盤整備を行

うことが急務であると考えております。

今回の新型コロナウイルスで今後世界中の

生活様式が一変する可能性を秘めている中、

非接触型のテレワーク、ウェブ会議、オンラ

イン授業（ＧＩＧＡスクール）が今後増加す

ると考えております。また、農業においても

ＩＴ、ＩＣＴは重要であり、今後の農業生産

力向上に重要な要素の一つと考えておりま

す。

今後、足寄町としてＩＴ、ＩＣＴの活用に

ついてどのように考えていくのか、以下の質

問をいたします。

１、農村地域等の光回線の事前申込みが１

２月７日で締め切られましたが、その状況と

今後について。

２、当町ホームページが来年にシステム更

新とともに刷新されるが、具体的にどのよう

な変更があるのか。

３、当町においてテレワークが実際に行わ

れたが、そのときの状況、問題点は。また、

今後テレワークの可能性は。
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４、ウェブ会議の開催状況について。

５、高齢者の見守りシステムでの活用を検

討する必要性について。

６、小中学生でＧＩＧＡスクールについ

て、進捗状況と今後の活用方法について。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 髙橋秀樹議員のコロ

ナ禍における足寄町のＩＴ、ＩＣＴ戦略につ

いての一般質問にお答えいたします。

１点目の光回線の事前申込み状況と今後に

ついてですが、１２月４日現在で目標の４０

０回線は確保できる見込みとなりました。こ

れには整備の可否が未定の公共施設分も含ま

れており、今後精査が必要となりますが、事

業実施に向け大きく踏み出せたものと考えて

います。

今後はＮＴＴ東日本による本格的な調査設

計が行われることとなっており、年度内に整

備計画をまとめ令和３年度に整備工事、令和

４年度から本格的なサービスが開始される予

定です。

町といたしましても非常に大切なインフラ

整備となりますので、ＮＴＴ東日本やＪＡ足

寄をはじめとする関係機関と連携を深め事業

推進を図ってまいりたいと考えております。

２点目の当町ホームページ刷新に伴う具体

的変更点についてですが、当町の公式ホーム

ページはシステム更新に伴い来年３月からリ

ニューアルします。町民の皆様を中心に全国

からのサイト利用者の利便性を考慮し、情報

の分かりやすさ、使いやすさ、魅力の伝えや

すさをコンセプトに、利用者ニーズに沿った

構成とする予定です。

デザインは利用者が見やすく、たどり着き

やすいものとするほか、ラインやフェイス

ブックなどソーシャルネットワークサービス

を活用した情報提供を行うとともに、災害時

には迅速に必要な情報を提供できるよう、緊

急用画面に切り替わる構成としています。

また、インターネットの利用は、スマート

フォンやタブレットなどモバイル端末での利

用が増えていることから、スマートフォン等

でアクセスした際はそれに対応して表示され

る仕組みとし、見やすさ、使いやすさを追求

しました。

ホームページのリニューアル以降は、本町

のＰＲや情報発信を広く効果的に行ってまい

ります。

３点目のテレワーク実施の際の状況、問題

点、及び今後の可能性についてですが、新型

コロナウイルス感染症蔓延防止のため、本年

４月２７日から５月２９日までの期間、本町

において、出勤者の削減を目的にテレワーク

の一種である在宅勤務を実施しました。

保育所、看護師などを除く事務系職員の在

宅勤務実施率は目標５割程度に対し、大きく

下回る２６.５％で、窓口対応が必要な部署

で職員削減が困難であったこと等が目標を下

回った理由であります。特に窓口業務におい

ては対面による対応の必要性、机上のシステ

ム利用やマイナンバー事務など個人情報を扱

う事務が多く、在宅勤務が困難であったこ

と、また窓口以外の部署でも行政ネットワー

クシステムを利用しなければならない事務や

個人情報を扱う事務があり、これらの事務が

テレワークで対応可能か否かが今後の課題と

なっています。

テレワークは感染症蔓延防止のほか、災害

時等でも必要性が高まると考えられているこ

とから、多方面からの情報収集に努め、新し

い働き方ができる環境づくりの調査研究を進

めてまいります。

４点目のウェブ会議の開催状況についてで

すが、コロナ禍での感染拡大防止、密になら

ない環境づくり観点からオンラインによるコ

ミュニケーション、中でもウェブ会議は既に

多くの場所で活用されています。

本町でもウェブ会議の増加に伴い、９月以

降は大型モニターを導入するなど環境を整備

したところであり、５月以降記録されている

もので会議等を８４回行っています。

５点目の高齢者の見守りシステムでの活用

を検討する必要性についてですが、現在進め
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ている光ファイバーによる超高速ブロードバ

ンドサービス未提供地域の整備が進むことに

より、広範囲への情報伝達における速度や正

確性が向上されることが見込まれ、在宅にお

ける見守りシステムの選択肢も広がると考え

ております。

現在足寄町の高齢化率は４０.１％となっ

ており、ひとり暮らしや認知症高齢者の増加

が想定されることからＩＣＴの活用は非常に

有効であると考えられるため、今後も多様な

見守りシステム等の情報収集に努め、当町の

地域性に即したシステムの導入を検討してま

いりたいと考えております。

６点目の教育関係に関する御質問につきま

しては、教育委員会教育長から答弁させてい

ただきます。

以上、御理解を賜りますようお願いを申し

上げ、髙橋議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。

○議長（吉田敏男君） 次に教育長、答弁。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育委

員会から髙橋秀樹議員の６点目小中学生でＧ

ＩＧＡスクールについて、進捗状況と今後の

活用方法についての一般質問にお答えいたし

ます。

今年度国のＧＩＧＡスクール構想の方針に

基づき、全小中学校の校内通信ネットワーク

及び児童生徒１人１台端末の整備を実施して

います。

校内通信ネットワークの整備については、

大容量の動画閲覧やオンラインテストなどス

トレスなく一斉に行える環境を構築すること

とし、工期は令和３年２月２６日までとなっ

ております。

タブレット端末の整備については、学校に

おけるＩＣＴ教育の充実と家庭等でのオンラ

イン学習の展開を想定し、小学校で３０３

台、中学校で１７６台を購入し、既に全小中

学校に設置済みです。

校内通信ネットワーク整備工事について

は、一部の機器撤去を残すのみとなり、新た

に整備した通信ネットワークを使用できるこ

とからタブレット端末を利用した授業を順次

始めているところです。

今後の活用方法ですが、教職員のスキルが

求められるため、１２月に全小中学校で使用

に当たっての研修会を開催します。この間も

プログラミング教育に係る研修は随時実施し

ており、今後も継続して研修する機会を設け

てまいります。

なお、タブレットについては基本的には学

校での活用を想定していますが、今後新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により臨時休業と

なった場合や長期休期間など、家庭に持ち

帰っての使用も想定しています。現在家庭で

の利用ルールを定めたガイドラインの作成に

ついて校長会と協議を進めており、完成次第

各家庭に周知してまいります。

今後とも学校と連携し、ＩＣＴ環境の整

備、活用に取り組んでまいりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げ、髙橋秀樹

議員の一般質問に対する答弁とさせていただ

きます。

○議長（吉田敏男君） 再質問を許します。

９番。

○９番（髙橋秀樹君） まずは光回線、１番

目の質問です。

光回線を足寄地区に、やはり全域に網羅さ

れなければならないというふうに考えており

ます。今回多くの加入、仮加入申込みがあっ

たようですが、これで全域で網羅されるの

か、４００件という数字は一つの目標数値で

あり、足寄町農村地域に何人の人たちがい

て、そこの中の何％をカバーしたものになる

のか、まずはお伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） ここで若干時間が必

要だということですので、暫時休憩をいたし

ます。

午後 ３時２５分 休憩

午後 ３時３１分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま
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す。大変お時間を頂きまして、大変申し訳ご

ざいません。

ＮＴＴ東日本から実際に未提供エリアとい

うのがどのぐらいあるのかというのを実際の

ところはお教えいただいておりませんので、

あくまでも推定でございます。実際今後整備

を行っていく地区は約６８０件がございま

す。今回４００を超えているということなの

ですが、それが一部法人あるいは教員住宅だ

とか避難所となり得る公共施設等の回線も

入ってございますので、実際仮申込みの件数

と申しましたら２６６件、件数ですね、２６

６件となってございますので、整備する地区

に対しまして２６６件でございますので、今

の仮申込みの段階では約４０％という整備率

になってございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） ちょっと僕の想定し

ていた数字よりかなり低い数字ですね。これ

で取りあえず全路線に光通信網は整備される

のでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（松野 孝君） 髙橋議員さんの言

われる部分、多分御質問としては足寄町が

１,４００平方キロメートルあって、端は野

中温泉ですとかオンネトーのキャンプ場、西

は芽登温泉、大誉地は大誉地で上足寄の個人

名出しますと川上さんのところとか、そうい

ういわゆる終端というような、線でいえば終

端という場所なのですけれども、そこら辺、

そこまで例えばオンネトーまで、国道から道

道オンネトー線入って野中温泉まで行って

キャンプ場までという、最後のところまで、

ここさえ１軒申込みしていただければ螺湾の

中継局がずっと線が行くので、後から申し込

む方でもその幹線の近くであれば、逆に言っ

たら３つの柱以内であれば追加工事がなく

て、後から普通に入られるというお話なので

す。今私ども基本的と担当のほうで言ったの

は、とにかく端、終端を押さえるよというこ

とで、間違いなく芽登温泉さんも早く整備し

ていただきたいというお話頂いたのですけれ

ども、まだ申込みがなかったのでぜひ早く申

し込んでくださいということで申込みいただ

いたり、野中温泉も頂いたり、あと途中で、

上足寄の途中のところで申込みなかったの

で、この部分は公共施設、水道施設ですと

か、そういうところでも光回線でデータのや

り取りとかしていますので、そういうところ

で町の施設を申し込んでカバーするというよ

うな形で、世帯数は薄いというか密度は薄い

のですけれども、端から端まで光回線が整備

されて、今後、後から個人負担で加入をする

ときに多額の費用とならないような整備とい

うことで配慮しておるというような形でござ

います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 何となく理解しまし

た。

基本的に、そうしたら末端が全部加入者が

いれば、そこには必ずケーブルは必ず通って

いくという考え方でよろしいですか。了解で

す。

オンネトー茶屋、今回新しく親切、来年度

ですね、されるのですけれども、そちらのほ

うも施設として加入申込みはされているの

か。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 経済課のほうの担

当のほうにも確認をしていますし、そこにも

また余談になりますけれども、携帯電話の中

継局が行きますので、そこのための中継局で

電波を出すために光回線が必要なので、そち

らのほうでもカバーしている形になっており

ます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） オンネトーは足寄の

日本に誇る大事な観光のスポットだと、そう

いうふうに思っています。観光客が今後非常

に多くなっていくであろうというふうに私は

考えております。その中で、やはり光回線が

入って、そこにＷｉ－Ｆｉが出て、観光客の
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方が情報をいつでも受け取れる状況になって

いただきたいなというふうに思っています。

この先２年後、道道茂足寄原野線、あそこ

螺湾からオンネトーまでの新しく工事が入り

ますよね。で、私考えた中で、国道側から野

中温泉に行くほうと道道の茂足寄原野線で２

回線で走ってくれていたほうが、例えば雌阿

寒岳に何かが起きたときに、どっちかの通信

網がダウンしない、絶対的にどっちか片方が

残るであろうなというふうに私は考えていま

すね。そこの必要性は僕はあると思っている

のですけれども、行政のほうでどのようにま

ず考えているかお聞かせ願いたいなと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 今、光ケーブルの

回線のダブルトラッキングというか、こっち

からとこっちからというお話ですが、という

ことであれば今回はＮＴＴ東日本が主管であ

りますので、お客様がいるところ、ニーズが

あるところに回線を送るということなので、

いわゆるいろいろなところで人がいなくて交

通量が激しいところに携帯電話の基地局をや

るとか、また光、線だけを引っ張ってくれと

かというようなお話は災害上は非常に有意義

で必要だというふうに感じますけれども、今

回のＮＴＴの整備に関してはそこまではやれ

ませんというような話でして、本当にお客様

がいるところだけの整備という形でございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 螺湾から入ったとき

に結構奥まで農家さんいらっしゃいますよ

ね。それで、末端から茶屋までの間の区間、

で、今回新しく道路が整備されるに当たっ

て、そこに光ファイバーを入れておいていた

だけると非常にありがたいかなというふうに

僕的には考えたのです。

それをやることによって、やっぱり災害の

ときに絶対的に有意義なところがあり得るの

かなというふうに思っているのですけれど

も、その辺は今後冬期間でもあそこの道路が

通れる可能性があるわけじゃないですか。そ

うすると、オンネトー茶屋も非常に利用価値

が上がっていく、なおかつ足寄町にとって螺

湾というシオワッカの滝だとかラワンブキの

圃場があるという、観光道路になり得る場所

をしっかりと整備していくという考え方に立

てば、そこに光回線があるということの重要

性プラス先ほど言ったように、災害のときに

も重要な拠点になり得るのではないかという

ふうに私は思っているのですけれども、そこ

のところを強くＮＴＴ東日本に言うことはで

きないのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 今回の足寄町で光

整備ができるのは、コロナであり国の総務省

のほうで２次補正で５０２億円だかの地方創

生交付金が出たということで、それが高度無

線環境整備事業ということで、各御家庭なり

人がいるところでＷｉ－Ｆｉだったり無線環

境で使えるような施設整備に関しての補助と

いうことになっています。なので、本当はも

ういろいろと付加価値をつけていろいろやっ

ていただきたいのですけれども、そこはもう

補助上もまたＮＴＴとしても、それはもう全

く応えることはできませんと言われると思っ

ていますので、私どもももそういう要望はし

ていないと。難しいと思っています。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 要望はしていないと

いうことですね。要望はしていない。分かり

ました。

僕は結構これ重要だと思っていますので、

ＮＴＴ東日本に２系統をここから両方ともに

通してくれという要望を出すことは可能だと

いうことですよね。

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） お答えさせていい

だきます。

今もともとメタル回線、普通の電話線がど

ういうルートで通っているかというのが
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ちょっと今お答えできないのですけれども、

基本的には普通の電話線を光回線に変えると

いう話になるので、それが補助事業としての

対象になっています。

例えば電話線がそっちのルートも行ってい

たら、話してみることは、これだから何とか

ならないかというお話はできるかと思うので

すけれども、そこで電話線なり電柱が入って

なければもう話にならないのかと思いますけ

れども、取りあえずそういうような、議会で

もそういうようなお話があったということは

担当のほうからＮＴＴのほうに、駄目元で聞

いてみることは可能かと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 分かりました。

基本的にはもう末端が終わっていくので、

もうどうにでもなるということでいいのです

ね、このところに関しては、光回線は何とか

なるという考え方でよろしいのでしょうね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 背骨になる大きな

線はもう間違いなく端まで行くのです。あと

細かな末線まで、今回申し込んでいただけれ

ば普通の本当に追加負担はなくやれるのです

けれども、後から、線がここまで来ている、

電柱３本分以上工事が必要だというところが

出てきたら、それは追加費用をくださいと言

われる可能性もあります。もしかしたらそれ

はもうサービスしていただけることもあるか

もしれないということはＮＴＴさんも言って

いるのですけれども、というところで、今担

当のほうで本当にしらみ潰しのような形で図

面を見ながら、ここ人いるのかとか、今は空

き家だけれども、将来新規就農者が入るので

はないかとかというようなところで、できる

限りは見ているというところで、多分ここ入

りそうだなというところであれば、例えば上

下水道室に相談して、ここ水道のメーターと

か水道で何かモニター必要でないでしょうか

とか、そういうようなお話もしながらなるべ

く、あと公共施設であれば避難、防災上の観

点から線をはわせていくとかというような形

で、後からお金がかけないような形を最大限

今の時点で努力しているところでございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） よく分かりました。

ぜひともこれ足寄町に、人が住まわれてい

るところには確実に光回線があるという状況

を何とかかんとか頑張っていただきたいなと

いうふうに思います。

だけれどもやっぱり２６６件で４０％しか

見られていないというのは、ちょっとやっぱ

り不安な部分がございますね。やっぱり枝線

に入っていったときに、そこの人はもう光が

今度通すときにはお金がかかるという状況に

なりかねないということだという認識でいい

のですね。分かりました。

今回の高度無線整備における光サービス

で、やはり町民の方案外分かってない方が結

構多くいらっしゃるのですね。農家の方で

も、一体どうなるんだ、これという質問を受

けたりだとか。これ将来的な、こちらにも

ネットのほう僕調べさせていただいた中では

いろいろなこと書いてあるのですけれども、

農家さんにとってこれを、光ファイバーが通

ることによって、農家産のメリットというの

はどういうことがあると想定されているのか

をお聞かせ願いたいと思いまます。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） お答えいたしま

す。

今副町長からも言われるように、今回幅広

く農村地域ということでの回線・・・、すみ

ません、申し訳ないです、時間取らせて。

今回農村地域ということで光回線導入され

ることによって、整備されて導入されて、今

後の農村部がどのようなことが期待されるか

ということだと思うのですけれども、やはり

今回整備されることによって、情報化社会に

つながっていくと。その中で、ホームページ

のほうにもあったように、搾乳ロボットの導
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入だとか、いわゆる今までだったら牛舎に張

りつきながらずっといたわけだと思うのです

けれども、それが自分のタブレットだとかそ

ういった周辺機器をもって自宅内だとか家の

中でも監視できるとか、そういうメリットだ

とかあると思っております。

また、あと畑作農家でいけば、スマート農

業につながって無人で２４時間できるような

圃場は数少ないかもしれないですけれども、

そういったことでのメリットだとか、あと農

村部においても一般的な生活的な情報だと

か、そういったものが素早く見れるとか、そ

ういった形がメリットにつながっていくのか

なというふうに思っているし、逆にそういう

形の中で利用することによって農村の、今言

われる世代交代している若者もうまく使って

いくのではないかというふうな期待を含めな

がら利用していくというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） そうですね。やはり

高度通信ができることによって、いろいろな

メリットが出てくるのだというふうに私は

思っています。

やはり今情報がないというのは非常に恐ろ

しい。ブラックアウトのときもそうだった

し、東日本大震災のときも情報が得られない

というほど自分の置かれている身、どこにど

う逃げればいいのかすら分からないという状

況の中が起きるというときがあったときで

も、やはり情報が入ってくれば何とか１点の

光が見えてくるのだなというふうに思ってい

ます。ですから、今回の光回線の、足寄町に

とってみれば農村部にも光回線が行って、そ

してそれが高度利用をされることによって農

家さんにもメリットが出るし、またそこに住

まわれている方も同じ情報を得られるのだと

いう安心感というかな、が得られるというこ

とは、私は今回のやつは是が非でも全域を網

羅させて、例えば移住者が入ってきたときに

でもその人たちが東京と同じ情報を瞬時に得

られる、もしくは仕事をテレワークでできる

環境をつくれるというのは非常にすばらしい

なというふうに考えております。これについ

ては非常によろしいかと思いますので、どん

どん進めていっていただきたいと、そのよう

に思っています。

先ほど副町長おっしゃられたように、多分

いろいろなことを想定してやられると思いま

すので、しっかりとこのまま推し進めていっ

ていただきたいなと思います。

その次の質問に入らさせていただきます。

ホームページ、今回刷新されます。先ほど

いろいろな通信、ＳＮＳと、ソーシャルネッ

トワークと連携をしますよという、そういう

お話がこちらに出ておりました。非常にすば

らしいなと思います。今回、このコロナによ

りいろいろな利用者がいたと思うのです。今

現状の足寄町のホームページというのは非常

に分かりにくいなというふうに思っておりま

す。これが多分非常に見やすい形になるのだ

ろうなと。今回コロナのところをクリックし

ても、何個ですかね、２０個ぐらいわっと出

てくるのですね。これでどの情報を欲しいの

か、ワンクリックで行けないと。いろいろな

情報がごちゃ混ぜになっているという状況に

なっている。これは多分恐らく次のときには

改善されるのであろうというふうに思うので

すけれども、その辺はいかがですか。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お答えいたしま

す。

今御指摘のとおり、担当である総務課の課

長でございすますが、私自身も現在のホーム

ページについては情報へのたどり着きやすさ

というのがないような気がいたしまして、自

分がそのホームページから情報を得たいとき

も検索をして、検索画面に入力して検索する

というような形になっております。

それで当然、町長もお答えいたしました

が、ホームページにつきましては分かりやす

さ、あと使いやすさ、いかにホームページを

御覧いただく方、訪問者に情報を伝えられる
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かということを観点にして、ホームページ作

成を今後してまいりますので、今のホーム

ページよりはよいものになっていくのではな

いかと思います。

あと、ホームページの今回更新に当たっ

て、今いわゆる情報アクセシビリティーとい

う言葉ございまして、要するに高齢者、ある

いは障がいをお持ちの方であっても、例えば

色覚にちょっと障がいをお持ちの方について

は、現在今のホームページでも白色だとか灰

色だとかというふうに色を変えられるのです

が、黄色だとか青色だとか、そういう配色に

するとともに、あともともとのホームページ

上には音声の読み上げ機能というのはつけら

れないのですが、つけませんが、今後ホーム

ページができましたらその中で、そういう音

声読み上げ機能のソフトを入れていただけれ

ば、新しくなったホームページを読み上げす

ることができるという機能もあることを周知

する予定でもおりますので、現在のホーム

ページよりはさらにより使いやすい、分かり

やすいホームページになっていくのではない

かと考えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ９番。

○９番（髙橋秀樹君） 非常に何か期待をさ

せていただきます。

これ今現在の数字的なものを聞いても大丈

夫かな。当町のホームページにアクセス数と

いうのはどのぐらい月である、おおよそでよ

ろしいので、あるのか。それからどのよう

に、例えば今コロナであればコロナに多分ク

リックしてコロナの情報を得ようとしている

人だとか、ふるさと納税でふるさと納税をク

リックしていっているのか、その辺の飛び先

も多分足寄町では理解をしていると思うので

すけれども、その辺の何となくの、何となく

といったらおかしいですね、形をちょっと教

えていただければありがたいです。

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） お応えいたしま

す。

現在のカウンターのことだと思いますが、

現在のホームページ上にはカウンターついて

ございません。それで今御質問のありまし

た、例えばコロナ関連の情報をクリックした

方は何名いるだとか、それぞれの項目別の情

報についての訪問者、カウントは多分情報管

理のほうに聞けば把握していると思うのです

が、ちょっとお時間頂いてよろしいでしょう

か。

○議長（吉田敏男君） 今日終わらそうと

思ったのですけれども、ちょっとまずかっ

た。

◎ 延会の議決

○議長（吉田敏男君） ここでお諮りをいた

します。

本日はこれで延会にしたいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、本日はこれで延会することに決定

をいたしました。

◎ 延会宣告

○議長（吉田敏男君） 本日はこれで延会を

いたします。

次回の会議は、１２月１１日午前１０時よ

り開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午後 ３時５５分 延会
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